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民
法 

目
次 第

一
編 
総
則 

第
一
章 
通
則
（
第
一
条
・
第
二
条
） 

第
二
章 
人 

第
一
節 

権
利
能
力
（
第
三
条
） 

第
二
節 

行
為
能
力
（
第
四
条
―
第
二
十
一
条
） 

第
三
節 

住
所
（
第
二
十
二
条
―
第
二
十
四
条
） 

第
四
節 

不
在
者
の
財
産
の
管
理
及
び
失
踪そ

う

の
宣
告
（
第
二
十
五
条
―
第
三
十
二
条
） 

第
五
節 

同
時
死
亡
の
推
定
（
第
三
十
二
条
の
二
） 

第
三
章 

法
人
（
第
三
十
三
条
―
第
八
十
四
条
） 

第
四
章 

物
（
第
八
十
五
条
―
第
八
十
九
条
） 

第
五
章 

法
律
行
為 

第
一
節 

総
則
（
第
九
十
条
―
第
九
十
二
条
） 

第
二
節 

意
思
表
示
（
第
九
十
三
条
―
第
九
十
八
条
の
二
） 

第
三
節 

代
理
（
第
九
十
九
条
―
第
百
十
八
条
） 

第
四
節 

無
効
及
び
取
消
し
（
第
百
十
九
条
―
第
百
二
十
六
条
） 

第
五
節 

条
件
及
び
期
限
（
第
百
二
十
七
条
―
第
百
三
十
七
条
） 

第
六
章 

期
間
の
計
算
（
第
百
三
十
八
条
―
第
百
四
十
三
条
） 

第
七
章 

時
効 

第
一
節 

総
則
（
第
百
四
十
四
条
―
第
百
六
十
一
条
） 

第
二
節 

取
得
時
効
（
第
百
六
十
二
条
―
第
百
六
十
五
条
） 

第
三
節 

消
滅
時
効
（
第
百
六
十
六
条
―
第
百
七
十
四
条
の
二
） 

第
二
編
か
ら
第
四
編
ま
で
（
第
百
七
十
五
条
―
第
八
百
八
十
一
条
） 

（
略
） 

第
五
編 

相
続 

第
一
章 

総
則
（
第
八
百
八
十
二
条
―
第
八
百
八
十
五
条
） 

第
二
章 

相
続
人
（
第
八
百
八
十
六
条
―
第
八
百
九
十
五
条
） 

第
三
章 

相
続
の
効
力 

第
一
節 

総
則
（
第
八
百
九
十
六
条
―
第
八
百
九
十
九
条
） 

第
二
節 

相
続
分
（
第
九
百
条
―
第
九
百
五
条
） 

第
三
節 

遺
産
の
分
割
（
第
九
百
六
条
―
第
九
百
十
四
条
） 

第
四
章 

相
続
の
承
認
及
び
放
棄 

第
一
節 

総
則
（
第
九
百
十
五
条
―
第
九
百
十
九
条
） 

第
二
節 

相
続
の
承
認 

第
一
款 

単
純
承
認
（
第
九
百
二
十
条
・
第
九
百
二
十
一
条
） 

第
二
款 

限
定
承
認
（
第
九
百
二
十
二
条
―
第
九
百
三
十
七
条
） 

第
三
節 

相
続
の
放
棄
（
第
九
百
三
十
八
条
―
第
九
百
四
十
条
） 

第
五
章 

財
産
分
離
（
第
九
百
四
十
一
条
―
第
九
百
五
十
条
） 

第
六
章 

相
続
人
の
不
存
在
（
第
九
百
五
十
一
条
―
第
九
百
五
十
九
条
） 

第
七
章 

遺
言 

第
一
節 

総
則
（
第
九
百
六
十
条
―
第
九
百
六
十
六
条
） 

第
二
節 

遺
言
の
方
式 

第
一
款 

普
通
の
方
式
（
第
九
百
六
十
七
条
―
第
九
百
七
十
五
条
） 

第
二
款 

特
別
の
方
式
（
第
九
百
七
十
六
条
―
第
九
百
八
十
四
条
） 

第
三
節 

遺
言
の
効
力
（
第
九
百
八
十
五
条
―
第
千
三
条
） 

第
四
節 

遺
言
の
執
行
（
第
千
四
条
―
第
千
二
十
一
条
） 

第
五
節 

遺
言
の
撤
回
及
び
取
消
し
（
第
千
二
十
二
条
―
第
千
二
十
七
条
） 

第
八
章 

遺
留
分
（
第
千
二
十
八
条
―
第
千
四
十
四
条
） 

第
一
編 

総
則 

第
一
章 

通
則 

（
基
本
原
則
） 

第
一
条 

私
権
は
、
公
共
の
福
祉
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

権
利
の
行
使
及
び
義
務
の
履
行
は
、
信
義
に
従
い
誠
実
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

権
利
の
濫
用
は
、
こ
れ
を
許
さ
な
い
。 

（
解
釈
の
基
準
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
は
、
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
を
旨
と
し
て
、
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
章 

人 

第
一
節 

権
利
能
力 

第
三
条 

私
権
の
享
有
は
、
出
生
に
始
ま
る
。 

２ 

外
国
人
は
、
法
令
又
は
条
約
の
規
定
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
私
権
を
享
有
す
る
。 

第
二
節 

行
為
能
力 

（
成
年
） 

第
四
条 

年
齢
二
十
歳
を
も
っ
て
、
成
年
と
す
る
。 

（
未
成
年
者
の
法
律
行
為
） 
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第
五
条 

未
成
年
者
が
法
律
行
為
を
す
る
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
単
に
権
利
を
得
、
又
は
義
務
を
免
れ
る
法
律
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
反
す
る
法
律
行
為
は
、
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
定
代
理
人
が
目
的
を
定
め
て
処
分
を
許
し
た
財
産
は
、
そ
の
目
的

の
範
囲
内
に
お
い
て
、
未
成
年
者
が
自
由
に
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
目
的
を
定
め
な
い
で
処
分
を
許

し
た
財
産
を
処
分
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

（
未
成
年
者
の
営
業
の
許
可
） 

第
六
条 

一
種
又
は
数
種
の
営
業
を
許
さ
れ
た
未
成
年
者
は
、
そ
の
営
業
に
関
し
て
は
、
成
年
者
と
同
一
の

行
為
能
力
を
有
す
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
未
成
年
者
が
そ
の
営
業
に
堪
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
法
定
代
理
人
は
、
第
四
編
（
親
族
）
の
規
定
に
従
い
、
そ
の
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
こ
れ
を
制
限

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
後
見
開
始
の
審
判
） 

第
七
条 

精
神
上
の
障
害
に
よ
り
事
理
を
弁
識
す
る
能
力
を
欠
く
常
況
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
家
庭
裁
判

所
は
、
本
人
、
配
偶
者
、
四
親
等
内
の
親
族
、
未
成
年
後
見
人
、
未
成
年
後
見
監
督
人
、
保
佐
人
、
保
佐

監
督
人
、
補
助
人
、
補
助
監
督
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
後
見
開
始
の
審
判
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

（
成
年
被
後
見
人
及
び
成
年
後
見
人
） 

第
八
条 

後
見
開
始
の
審
判
を
受
け
た
者
は
、
成
年
被
後
見
人
と
し
、
こ
れ
に
成
年
後
見
人
を
付
す
る
。 

（
成
年
被
後
見
人
の
法
律
行
為
） 

第
九
条 

成
年
被
後
見
人
の
法
律
行
為
は
、
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
日
用
品
の
購
入
そ
の
他

日
常
生
活
に
関
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
後
見
開
始
の
審
判
の
取
消
し
） 

第
十
条 

第
七
条
に
規
定
す
る
原
因
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
本
人
、
配
偶
者
、
四
親
等
内

の
親
族
、
後
見
人
（
未
成
年
後
見
人
及
び
成
年
後
見
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
後
見
監
督
人
（
未
成

年
後
見
監
督
人
及
び
成
年
後
見
監
督
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
後
見
開

始
の
審
判
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
保
佐
開
始
の
審
判
） 

第
十
一
条 

精
神
上
の
障
害
に
よ
り
事
理
を
弁
識
す
る
能
力
が
著
し
く
不
十
分
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
家

庭
裁
判
所
は
、
本
人
、
配
偶
者
、
四
親
等
内
の
親
族
、
後
見
人
、
後
見
監
督
人
、
補
助
人
、
補
助
監
督
人

又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
保
佐
開
始
の
審
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
に
規
定
す

る
原
因
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
被
保
佐
人
及
び
保
佐
人
） 

第
十
二
条 

保
佐
開
始
の
審
判
を
受
け
た
者
は
、
被
保
佐
人
と
し
、
こ
れ
に
保
佐
人
を
付
す
る
。 

（
保
佐
人
の
同
意
を
要
す
る
行
為
等
） 

第
十
三
条 

被
保
佐
人
が
次
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
に
は
、
そ
の
保
佐
人
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
第
九
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

元
本
を
領
収
し
、
又
は
利
用
す
る
こ
と
。 

二 

借
財
又
は
保
証
を
す
る
こ
と
。 

三 

不
動
産
そ
の
他
重
要
な
財
産
に
関
す
る
権
利
の
得
喪
を
目
的
と
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
。 

四 

訴
訟
行
為
を
す
る
こ
と
。 

五 

贈
与
、
和
解
又
は
仲
裁
合
意
（
仲
裁
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
仲
裁
合
意
を
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
。 

六 

相
続
の
承
認
若
し
く
は
放
棄
又
は
遺
産
の
分
割
を
す
る
こ
と
。 

七 

贈
与
の
申
込
み
を
拒
絶
し
、
遺
贈
を
放
棄
し
、
負
担
付
贈
与
の
申
込
み
を
承
諾
し
、
又
は
負
担
付
遺

贈
を
承
認
す
る
こ
と
。 

八 

新
築
、
改
築
、
増
築
又
は
大
修
繕
を
す
る
こ
と
。 

九 

第
六
百
二
条
に
定
め
る
期
間
を
超
え
る
賃
貸
借
を
す
る
こ
と
。 

２ 

家
庭
裁
判
所
は
、
第
十
一
条
本
文
に
規
定
す
る
者
又
は
保
佐
人
若
し
く
は
保
佐
監
督
人
の
請
求
に
よ
り
、

被
保
佐
人
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
以
外
の
行
為
を
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
そ
の
保
佐
人
の
同
意
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
審
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
行

為
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

保
佐
人
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
為
に
つ
い
て
、
保
佐
人
が
被
保
佐
人
の
利
益
を
害
す
る
お

そ
れ
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
意
を
し
な
い
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
被
保
佐
人
の
請
求
に
よ
り
、

保
佐
人
の
同
意
に
代
わ
る
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

保
佐
人
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
の
同
意
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
許
可
を
得

な
い
で
し
た
も
の
は
、
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

（
保
佐
開
始
の
審
判
等
の
取
消
し
） 

第
十
四
条 

第
十
一
条
本
文
に
規
定
す
る
原
因
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
本
人
、
配
偶
者
、

四
親
等
内
の
親
族
、
未
成
年
後
見
人
、
未
成
年
後
見
監
督
人
、
保
佐
人
、
保
佐
監
督
人
又
は
検
察
官
の
請

求
に
よ
り
、
保
佐
開
始
の
審
判
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

家
庭
裁
判
所
は
、
前
項
に
規
定
す
る
者
の
請
求
に
よ
り
、
前
条
第
二
項
の
審
判
の
全
部
又
は
一
部
を
取

り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

（
補
助
開
始
の
審
判
） 
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第
十
五
条 

精
神
上
の
障
害
に
よ
り
事
理
を
弁
識
す
る
能
力
が
不
十
分
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
家
庭
裁
判

所
は
、
本
人
、
配
偶
者
、
四
親
等
内
の
親
族
、
後
見
人
、
後
見
監
督
人
、
保
佐
人
、
保
佐
監
督
人
又
は
検

察
官
の
請
求
に
よ
り
、
補
助
開
始
の
審
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
又
は
第
十
一
条
本

文
に
規
定
す
る
原
因
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

本
人
以
外
の
者
の
請
求
に
よ
り
補
助
開
始
の
審
判
を
す
る
に
は
、
本
人
の
同
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

補
助
開
始
の
審
判
は
、
第
十
七
条
第
一
項
の
審
判
又
は
第
八
百
七
十
六
条
の
九
第
一
項
の
審
判
と
と
も

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
被
補
助
人
及
び
補
助
人
） 

第
十
六
条 

補
助
開
始
の
審
判
を
受
け
た
者
は
、
被
補
助
人
と
し
、
こ
れ
に
補
助
人
を
付
す
る
。 

（
補
助
人
の
同
意
を
要
す
る
旨
の
審
判
等
） 

第
十
七
条 

家
庭
裁
判
所
は
、
第
十
五
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
者
又
は
補
助
人
若
し
く
は
補
助
監
督
人

の
請
求
に
よ
り
、
被
補
助
人
が
特
定
の
法
律
行
為
を
す
る
に
は
そ
の
補
助
人
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
旨
の
審
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
審
判
に
よ
り
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
行
為
は
、
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
の
一
部
に
限
る
。 

２ 

本
人
以
外
の
者
の
請
求
に
よ
り
前
項
の
審
判
を
す
る
に
は
、
本
人
の
同
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

補
助
人
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
為
に
つ
い
て
、
補
助
人
が
被
補
助
人
の
利
益
を
害
す
る
お

そ
れ
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
意
を
し
な
い
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
被
補
助
人
の
請
求
に
よ
り
、

補
助
人
の
同
意
に
代
わ
る
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

補
助
人
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
の
同
意
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
許
可
を
得

な
い
で
し
た
も
の
は
、
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

（
補
助
開
始
の
審
判
等
の
取
消
し
） 

第
十
八
条 

第
十
五
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
原
因
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
本
人
、
配

偶
者
、
四
親
等
内
の
親
族
、
未
成
年
後
見
人
、
未
成
年
後
見
監
督
人
、
補
助
人
、
補
助
監
督
人
又
は
検
察

官
の
請
求
に
よ
り
、
補
助
開
始
の
審
判
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

家
庭
裁
判
所
は
、
前
項
に
規
定
す
る
者
の
請
求
に
よ
り
、
前
条
第
一
項
の
審
判
の
全
部
又
は
一
部
を
取

り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
条
第
一
項
の
審
判
及
び
第
八
百
七
十
六
条
の
九
第
一
項
の
審
判
を
す
べ
て
取
り
消
す
場
合
に
は
、
家

庭
裁
判
所
は
、
補
助
開
始
の
審
判
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
審
判
相
互
の
関
係
） 

第
十
九
条 

後
見
開
始
の
審
判
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
本
人
が
被
保
佐
人
又
は
被
補
助
人
で
あ
る
と
き
は
、

家
庭
裁
判
所
は
、
そ
の
本
人
に
係
る
保
佐
開
始
又
は
補
助
開
始
の
審
判
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
保
佐
開
始
の
審
判
を
す
る
場
合
に
お
い
て
本
人
が
成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
補
助

人
で
あ
る
と
き
、
又
は
補
助
開
始
の
審
判
を
す
る
場
合
に
お
い
て
本
人
が
成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保

佐
人
で
あ
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
制
限
行
為
能
力
者
の
相
手
方
の
催
告
権
） 

第
二
十
条 

制
限
行
為
能
力
者
（
未
成
年
者
、
成
年
被
後
見
人
、
被
保
佐
人
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
審
判

を
受
け
た
被
補
助
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
相
手
方
は
、
そ
の
制
限
行
為
能
力
者
が
行
為
能
力
者
（
行

為
能
力
の
制
限
を
受
け
な
い
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
な
っ
た
後
、
そ
の
者
に
対
し
、
一
箇
月
以
上

の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
期
間
内
に
そ
の
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
行
為
を
追
認
す
る
か
ど
う
か
を
確
答

す
べ
き
旨
の
催
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
そ
の
期
間
内
に
確
答
を
発

し
な
い
と
き
は
、
そ
の
行
為
を
追
認
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

２ 

制
限
行
為
能
力
者
の
相
手
方
が
、
制
限
行
為
能
力
者
が
行
為
能
力
者
と
な
ら
な
い
間
に
、
そ
の
法
定
代

理
人
、
保
佐
人
又
は
補
助
人
に
対
し
、
そ
の
権
限
内
の
行
為
に
つ
い
て
前
項
に
規
定
す
る
催
告
を
し
た
場

合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
同
項
の
期
間
内
に
確
答
を
発
し
な
い
と
き
も
、同
項
後
段
と
同
様
と
す
る
。 

３ 

特
別
の
方
式
を
要
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
期
間
内
に
そ
の
方
式
を
具
備
し
た
旨
の
通
知
を

発
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
行
為
を
取
り
消
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

４ 

制
限
行
為
能
力
者
の
相
手
方
は
、
被
保
佐
人
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
審
判
を
受
け
た
被
補
助
人
に
対

し
て
は
、
第
一
項
の
期
間
内
に
そ
の
保
佐
人
又
は
補
助
人
の
追
認
を
得
る
べ
き
旨
の
催
告
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
被
保
佐
人
又
は
被
補
助
人
が
そ
の
期
間
内
に
そ
の
追
認
を
得
た
旨

の
通
知
を
発
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
行
為
を
取
り
消
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

（
制
限
行
為
能
力
者
の
詐
術
） 

第
二
十
一
条 

制
限
行
為
能
力
者
が
行
為
能
力
者
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
さ
せ
る
た
め
詐
術
を
用
い
た
と
き

は
、
そ
の
行
為
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
。 

第
三
節 

住
所 

（
住
所
） 

第
二
十
二
条 

各
人
の
生
活
の
本
拠
を
そ
の
者
の
住
所
と
す
る
。 

（
居
所
） 

第
二
十
三
条 

住
所
が
知
れ
な
い
場
合
に
は
、
居
所
を
住
所
と
み
な
す
。 

２ 
日
本
に
住
所
を
有
し
な
い
者
は
、
そ
の
者
が
日
本
人
又
は
外
国
人
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
日

本
に
お
け
る
居
所
を
そ
の
者
の
住
所
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
準
拠
法
を
定
め
る
法
律
に
従
い
そ
の
者
の
住

所
地
法
に
よ
る
べ
き
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
仮
住
所
） 

第
二
十
四
条 

あ
る
行
為
に
つ
い
て
仮
住
所
を
選
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
行
為
に
関
し
て
は
、
そ
の
仮
住
所

を
住
所
と
み
な
す
。 
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第
四
節 

不
在
者
の
財
産
の
管
理
及
び
失
踪そ

う

の
宣
告 

（
不
在
者
の
財
産
の
管
理
） 

第
二
十
五
条 

従
来
の
住
所
又
は
居
所
を
去
っ
た
者
（
以
下
「
不
在
者
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
財
産
の
管
理

人
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
単
に
「
管
理
人
」
と
い
う
。
）
を
置
か
な
か
っ
た
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、

利
害
関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
そ
の
財
産
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
処
分
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
。
本
人
の
不
在
中
に
管
理
人
の
権
限
が
消
滅
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
後
、
本
人
が
管
理
人
を
置
い
た
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
そ
の
管
理
人
、

利
害
関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
そ
の
命
令
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
管
理
人
の
改
任
） 

第
二
十
六
条 

不
在
者
が
管
理
人
を
置
い
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
不
在
者
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
と
き

は
、家
庭
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、管
理
人
を
改
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
管
理
人
の
職
務
） 

第
二
十
七
条 

前
二
条
の
規
定
に
よ
り
家
庭
裁
判
所
が
選
任
し
た
管
理
人
は
、
そ
の
管
理
す
べ
き
財
産
の
目

録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
は
、
不
在
者
の
財
産
の
中
か
ら
支

弁
す
る
。 

２ 

不
在
者
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
お
い
て
、
利
害
関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、

家
庭
裁
判
所
は
、
不
在
者
が
置
い
た
管
理
人
に
も
、
前
項
の
目
録
の
作
成
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
家
庭
裁
判
所
は
、
管
理
人
に
対
し
、
不
在
者
の
財
産
の
保
存
に
必
要

と
認
め
る
処
分
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
管
理
人
の
権
限
） 

第
二
十
八
条 

管
理
人
は
、
第
百
三
条
に
規
定
す
る
権
限
を
超
え
る
行
為
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
家
庭
裁

判
所
の
許
可
を
得
て
、
そ
の
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
不
在
者
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
管
理
人
が
不
在
者
が
定
め
た
権
限
を
超
え
る
行
為
を
必
要
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

（
管
理
人
の
担
保
提
供
及
び
報
酬
） 

第
二
十
九
条 

家
庭
裁
判
所
は
、
管
理
人
に
財
産
の
管
理
及
び
返
還
に
つ
い
て
相
当
の
担
保
を
立
て
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

家
庭
裁
判
所
は
、
管
理
人
と
不
在
者
と
の
関
係
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
不
在
者
の
財
産
の
中
か
ら
、

相
当
な
報
酬
を
管
理
人
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
失
踪そ

う

の
宣
告
） 

第
三
十
条 

不
在
者
の
生
死
が
七
年
間
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
の
請
求
に

よ
り
、
失
踪そ

う

の
宣
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

戦
地
に
臨
ん
だ
者
、
沈
没
し
た
船
舶
の
中
に
在
っ
た
者
そ
の
他
死
亡
の
原
因
と
な
る
べ
き
危
難
に
遭
遇

し
た
者
の
生
死
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
戦
争
が
止や

ん
だ
後
、
船
舶
が
沈
没
し
た
後
又
は
そ
の
他
の
危
難
が
去
っ

た
後
一
年
間
明
ら
か
で
な
い
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。 

（
失
踪
の
宣
告
の
効
力
） 

第
三
十
一
条 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
失
踪
の
宣
告
を
受
け
た
者
は
同
項
の
期
間
が
満
了
し
た
時
に
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
失
踪
の
宣
告
を
受
け
た
者
は
そ
の
危
難
が
去
っ
た
時
に
、
死
亡
し
た
も
の
と

み
な
す
。 

（
失
踪
の
宣
告
の
取
消
し
） 

第
三
十
二
条 

失
踪
者
が
生
存
す
る
こ
と
又
は
前
条
に
規
定
す
る
時
と
異
な
る
時
に
死
亡
し
た
こ
と
の
証

明
が
あ
っ
た
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
本
人
又
は
利
害
関
係
人
の
請
求
に
よ
り
、
失
踪
の
宣
告
を
取
り

消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
は
、
失
踪
の
宣
告
後
そ
の
取
消
し
前
に

善
意
で
し
た
行
為
の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。 

２ 

失
踪
の
宣
告
に
よ
っ
て
財
産
を
得
た
者
は
、
そ
の
取
消
し
に
よ
っ
て
権
利
を
失
う
。
た
だ
し
、
現
に
利

益
を
受
け
て
い
る
限
度
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
財
産
を
返
還
す
る
義
務
を
負
う
。 

第
五
節 

同
時
死
亡
の
推
定 

第
三
十
二
条
の
二 

数
人
の
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
う
ち
の
一
人
が
他
の
者
の
死
亡
後
に
な

お
生
存
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
同
時
に
死
亡
し
た
も
の
と
推
定
す

る
。 

第
三
章 

法
人 

（
法
人
の
成
立
等
） 

第
三
十
三
条 

法
人
は
、
こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
成
立
し
な
い
。 

２ 

学
術
、
技
芸
、
慈
善
、
祭
祀し

、
宗
教
そ
の
他
の
公
益
を
目
的
と
す
る
法
人
、
営
利
事
業
を
営
む
こ
と
を

目
的
と
す
る
法
人
そ
の
他
の
法
人
の
設
立
、
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
そ
の
他
の

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
法
人
の
能
力
） 

第
三
十
四
条 

法
人
は
、
法
令
の
規
定
に
従
い
、
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款
で
定
め
ら
れ
た
目
的
の
範
囲
内

に
お
い
て
、
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負
う
。 

（
外
国
法
人
） 

第
三
十
五
条 

外
国
法
人
は
、
国
、
国
の
行
政
区
画
及
び
外
国
会
社
を
除
き
、
そ
の
成
立
を
認
許
し
な
い
。

た
だ
し
、
法
律
又
は
条
約
の
規
定
に
よ
り
認
許
さ
れ
た
外
国
法
人
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
認
許
さ
れ
た
外
国
法
人
は
、
日
本
に
お
い
て
成
立
す
る
同
種
の
法
人
と
同
一
の
私

権
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
外
国
人
が
享
有
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
権
利
及
び
法
律
又
は
条
約
中
に
特
別
の

規
定
が
あ
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 
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（
登
記
） 

第
三
十
六
条 

法
人
及
び
外
国
法
人
は
、
こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
登
記
を
す

る
も
の
と
す
る
。 

（
外
国
法
人
の
登
記
） 

第
三
十
七
条 

外
国
法
人
（
第
三
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
外
国
法
人
に
限
る
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
日
本
に
事
務
所
を
設
け
た
と
き
は
、
三
週
間
以
内
に
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
に

お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

外
国
法
人
の
設
立
の
準
拠
法 

二 

目
的 

三 

名
称 

四 

事
務
所
の
所
在
場
所 

五 

存
続
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
定
め 

六 

代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
三
週
間
以
内
に
、
変
更
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
記
前
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
変
更
を
も
っ
て
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。 

３ 

代
表
者
の
職
務
の
執
行
を
停
止
し
、
若
し
く
は
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
者
を
選
任
す
る
仮
処
分
命
令
又

は
そ
の
仮
処
分
命
令
を
変
更
し
、
若
し
く
は
取
り
消
す
決
定
が
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
登
記
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
後
段
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

４ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
す
べ
き
事
項
が
外
国
に
お
い
て
生
じ
た
と
き
は
、
登
記
の
期
間
は
、
そ
の

通
知
が
到
達
し
た
日
か
ら
起
算
す
る
。 

５ 

外
国
法
人
が
初
め
て
日
本
に
事
務
所
を
設
け
た
と
き
は
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
登
記
す
る

ま
で
は
、
第
三
者
は
、
そ
の
法
人
の
成
立
を
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

外
国
法
人
が
事
務
所
を
移
転
し
た
と
き
は
、
旧
所
在
地
に
お
い
て
は
三
週
間
以
内
に
移
転
の
登
記
を
し
、

新
所
在
地
に
お
い
て
は
四
週
間
以
内
に
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

同
一
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
お
い
て
事
務
所
を
移
転
し
た
と
き
は
、
そ
の
移
転
を
登
記
す
れ
ば
足

り
る
。 

８ 

外
国
法
人
の
代
表
者
が
、
こ
の
条
に
規
定
す
る
登
記
を
怠
っ
た
と
き
は
、
五
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処

す
る
。 

第
三
十
八
条
か
ら
第
八
十
四
条
ま
で 

削
除
〔
平
成
一
八
年
六
月
法
律
五
〇
号
〕 

第
四
章 

物 

（
定
義
） 

第
八
十
五
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
物
」
と
は
、
有
体
物
を
い
う
。 

（
不
動
産
及
び
動
産
） 

第
八
十
六
条 

土
地
及
び
そ
の
定
着
物
は
、
不
動
産
と
す
る
。 

２ 

不
動
産
以
外
の
物
は
、
す
べ
て
動
産
と
す
る
。 

３ 

無
記
名
債
権
は
、
動
産
と
み
な
す
。 

（
主
物
及
び
従
物
） 

第
八
十
七
条 

物
の
所
有
者
が
、
そ
の
物
の
常
用
に
供
す
る
た
め
、
自
己
の
所
有
に
属
す
る
他
の
物
を
こ
れ

に
附
属
さ
せ
た
と
き
は
、
そ
の
附
属
さ
せ
た
物
を
従
物
と
す
る
。 

２ 

従
物
は
、
主
物
の
処
分
に
従
う
。 

（
天
然
果
実
及
び
法
定
果
実
） 

第
八
十
八
条 

物
の
用
法
に
従
い
収
取
す
る
産
出
物
を
天
然
果
実
と
す
る
。 

２ 

物
の
使
用
の
対
価
と
し
て
受
け
る
べ
き
金
銭
そ
の
他
の
物
を
法
定
果
実
と
す
る
。 

（
果
実
の
帰
属
） 

第
八
十
九
条 

天
然
果
実
は
、
そ
の
元
物
か
ら
分
離
す
る
時
に
、
こ
れ
を
収
取
す
る
権
利
を
有
す
る
者
に
帰

属
す
る
。 

２ 

法
定
果
実
は
、
こ
れ
を
収
取
す
る
権
利
の
存
続
期
間
に
応
じ
て
、
日
割
計
算
に
よ
り
こ
れ
を
取
得
す
る
。 

第
五
章 

法
律
行
為 

第
一
節 

総
則 

（
公
序
良
俗
） 

第
九
十
条 

公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
事
項
を
目
的
と
す
る
法
律
行
為
は
、
無
効
と
す
る
。 

（
任
意
規
定
と
異
な
る
意
思
表
示
） 

第
九
十
一
条 

法
律
行
為
の
当
事
者
が
法
令
中
の
公
の
秩
序
に
関
し
な
い
規
定
と
異
な
る
意
思
を
表
示
し

た
と
き
は
、
そ
の
意
思
に
従
う
。 

（
任
意
規
定
と
異
な
る
慣
習
） 

第
九
十
二
条 

法
令
中
の
公
の
秩
序
に
関
し
な
い
規
定
と
異
な
る
慣
習
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
法
律
行
為

の
当
事
者
が
そ
の
慣
習
に
よ
る
意
思
を
有
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
慣
習
に
従
う
。 

第
二
節 

意
思
表
示 

（
心
裡り

留
保
） 

第
九
十
三
条 
意
思
表
示
は
、
表
意
者
が
そ
の
真
意
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
し
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
そ

の
た
め
に
そ
の
効
力
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
相
手
方
が
表
意
者
の
真
意
を
知
り
、
又
は
知
る
こ
と

が
で
き
た
と
き
は
、
そ
の
意
思
表
示
は
、
無
効
と
す
る
。 

（
虚
偽
表
示
） 
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第
九
十
四
条 

相
手
方
と
通
じ
て
し
た
虚
偽
の
意
思
表
示
は
、
無
効
と
す
る
。 

２ 
前
項
の
規
定
に
よ
る
意
思
表
示
の
無
効
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
錯
誤
） 

第
九
十
五
条 
意
思
表
示
は
、
法
律
行
為
の
要
素
に
錯
誤
が
あ
っ
た
と
き
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
表

意
者
に
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
と
き
は
、
表
意
者
は
、
自
ら
そ
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
詐
欺
又
は
強
迫
） 

第
九
十
六
条 

詐
欺
又
は
強
迫
に
よ
る
意
思
表
示
は
、
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

相
手
方
に
対
す
る
意
思
表
示
に
つ
い
て
第
三
者
が
詐
欺
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
相
手
方
が
そ
の

事
実
を
知
っ
て
い
た
と
き
に
限
り
、
そ
の
意
思
表
示
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
詐
欺
に
よ
る
意
思
表
示
の
取
消
し
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。 

（
隔
地
者
に
対
す
る
意
思
表
示
） 

第
九
十
七
条 

隔
地
者
に
対
す
る
意
思
表
示
は
、
そ
の
通
知
が
相
手
方
に
到
達
し
た
時
か
ら
そ
の
効
力
を
生

ず
る
。 

２ 

隔
地
者
に
対
す
る
意
思
表
示
は
、
表
意
者
が
通
知
を
発
し
た
後
に
死
亡
し
、
又
は
行
為
能
力
を
喪
失
し

た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
た
め
に
そ
の
効
力
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。 

（
公
示
に
よ
る
意
思
表
示
） 

第
九
十
八
条 

意
思
表
示
は
、
表
意
者
が
相
手
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
そ
の
所
在
を
知
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
は
、
公
示
の
方
法
に
よ
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
公
示
は
、
公
示
送
達
に
関
す
る
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
の
規
定
に
従
い
、

裁
判
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
、
か
つ
、
そ
の
掲
示
が
あ
っ
た
こ
と
を
官
報
に
少
な
く
と
も
一
回
掲
載
し
て

行
う
。
た
だ
し
、
裁
判
所
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
官
報
へ
の
掲
載
に
代
え
て
、
市
役
所
、
区
役
所
、

町
村
役
場
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
の
掲
示
場
に
掲
示
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

公
示
に
よ
る
意
思
表
示
は
、
最
後
に
官
報
に
掲
載
し
た
日
又
は
そ
の
掲
載
に
代
わ
る
掲
示
を
始
め
た
日

か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
時
に
、
相
手
方
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
表
意
者
が
相
手
方
を

知
ら
な
い
こ
と
又
は
そ
の
所
在
を
知
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
過
失
が
あ
っ
た
と
き
は
、
到
達
の
効
力
を
生

じ
な
い
。 

４ 

公
示
に
関
す
る
手
続
は
、
相
手
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
表
意
者
の
住
所
地
の
、
相
手
方

の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
相
手
方
の
最
後
の
住
所
地
の
簡
易
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す

る
。 

５ 

裁
判
所
は
、
表
意
者
に
、
公
示
に
関
す
る
費
用
を
予
納
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
意
思
表
示
の
受
領
能
力
） 

第
九
十
八
条
の
二 

意
思
表
示
の
相
手
方
が
そ
の
意
思
表
示
を
受
け
た
時
に
未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見

人
で
あ
っ
た
と
き
は
、そ
の
意
思
表
示
を
も
っ
て
そ
の
相
手
方
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、

そ
の
法
定
代
理
人
が
そ
の
意
思
表
示
を
知
っ
た
後
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
三
節 

代
理 

（
代
理
行
為
の
要
件
及
び
効
果
） 

第
九
十
九
条 

代
理
人
が
そ
の
権
限
内
に
お
い
て
本
人
の
た
め
に
す
る
こ
と
を
示
し
て
し
た
意
思
表
示
は
、

本
人
に
対
し
て
直
接
に
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
第
三
者
が
代
理
人
に
対
し
て
し
た
意
思
表
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
本
人
の
た
め
に
す
る
こ
と
を
示
さ
な
い
意
思
表
示
） 

第
百
条 

代
理
人
が
本
人
の
た
め
に
す
る
こ
と
を
示
さ
な
い
で
し
た
意
思
表
示
は
、
自
己
の
た
め
に
し
た
も

の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
相
手
方
が
、
代
理
人
が
本
人
の
た
め
に
す
る
こ
と
を
知
り
、
又
は
知
る
こ
と
が

で
き
た
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
代
理
行
為
の
瑕
疵

か

し

） 

第
百
一
条 

意
思
表
示
の
効
力
が
意
思
の
不
存
在
、
詐
欺
、
強
迫
又
は
あ
る
事
情
を
知
っ
て
い
た
こ
と
若
し

く
は
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
過
失
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
べ
き
場
合
に
は
、
そ
の

事
実
の
有
無
は
、
代
理
人
に
つ
い
て
決
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

特
定
の
法
律
行
為
を
す
る
こ
と
を
委
託
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
代
理
人
が
本
人
の
指
図
に
従
っ
て
そ

の
行
為
を
し
た
と
き
は
、
本
人
は
、
自
ら
知
っ
て
い
た
事
情
に
つ
い
て
代
理
人
が
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を

主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
本
人
が
過
失
に
よ
っ
て
知
ら
な
か
っ
た
事
情
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

（
代
理
人
の
行
為
能
力
） 

第
百
二
条 

代
理
人
は
、
行
為
能
力
者
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

（
権
限
の
定
め
の
な
い
代
理
人
の
権
限
） 

第
百
三
条 

権
限
の
定
め
の
な
い
代
理
人
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
の
み
を
す
る
権
限
を
有
す
る
。 

一 

保
存
行
為 

二 

代
理
の
目
的
で
あ
る
物
又
は
権
利
の
性
質
を
変
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
利
用
又
は
改
良
を

目
的
と
す
る
行
為 

（
任
意
代
理
人
に
よ
る
復
代
理
人
の
選
任
） 

第
百
四
条 
委
任
に
よ
る
代
理
人
は
、
本
人
の
許
諾
を
得
た
と
き
、
又
は
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き

で
な
け
れ
ば
、
復
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
復
代
理
人
を
選
任
し
た
代
理
人
の
責
任
） 

第
百
五
条 

代
理
人
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
復
代
理
人
を
選
任
し
た
と
き
は
、
そ
の
選
任
及
び
監
督
に
つ

い
て
、
本
人
に
対
し
て
そ
の
責
任
を
負
う
。 
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２ 

代
理
人
は
、
本
人
の
指
名
に
従
っ
て
復
代
理
人
を
選
任
し
た
と
き
は
、
前
項
の
責
任
を
負
わ
な
い
。
た

だ
し
、
そ
の
代
理
人
が
、
復
代
理
人
が
不
適
任
又
は
不
誠
実
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
旨
を
本

人
に
通
知
し
又
は
復
代
理
人
を
解
任
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
法
定
代
理
人
に
よ
る
復
代
理
人
の
選
任
） 

第
百
六
条 

法
定
代
理
人
は
、
自
己
の
責
任
で
復
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
責
任
の
み
を
負
う
。 

（
復
代
理
人
の
権
限
等
） 

第
百
七
条 

復
代
理
人
は
、
そ
の
権
限
内
の
行
為
に
つ
い
て
、
本
人
を
代
表
す
る
。 

２ 

復
代
理
人
は
、
本
人
及
び
第
三
者
に
対
し
て
、
代
理
人
と
同
一
の
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負
う
。 

（
自
己
契
約
及
び
双
方
代
理
） 

第
百
八
条 

同
一
の
法
律
行
為
に
つ
い
て
は
、
相
手
方
の
代
理
人
と
な
り
、
又
は
当
事
者
双
方
の
代
理
人
と

な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、債
務
の
履
行
及
び
本
人
が
あ
ら
か
じ
め
許
諾
し
た
行
為
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
代
理
権
授
与
の
表
示
に
よ
る
表
見
代
理
） 

第
百
九
条 

第
三
者
に
対
し
て
他
人
に
代
理
権
を
与
え
た
旨
を
表
示
し
た
者
は
、
そ
の
代
理
権
の
範
囲
内
に

お
い
て
そ
の
他
人
が
第
三
者
と
の
間
で
し
た
行
為
に
つ
い
て
、そ
の
責
任
を
負
う
。
た
だ
し
、
第
三
者
が
、

そ
の
他
人
が
代
理
権
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
り
、
又
は
過
失
に
よ
っ
て
知
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
権
限
外
の
行
為
の
表
見
代
理
） 

第
百
十
条 

前
条
本
文
の
規
定
は
、
代
理
人
が
そ
の
権
限
外
の
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
三
者
が
代

理
人
の
権
限
が
あ
る
と
信
ず
べ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
代
理
権
の
消
滅
事
由
） 

第
百
十
一
条 

代
理
権
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。 

一 

本
人
の
死
亡 

二 

代
理
人
の
死
亡
又
は
代
理
人
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
若
し
く
は
後
見
開
始
の
審
判
を
受
け
た
こ

と
。 

２ 

委
任
に
よ
る
代
理
権
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
の
ほ
か
、
委
任
の
終
了
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。 

（
代
理
権
消
滅
後
の
表
見
代
理
） 

第
百
十
二
条 

代
理
権
の
消
滅
は
、
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
者
が

過
失
に
よ
っ
て
そ
の
事
実
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
無
権
代
理
） 

第
百
十
三
条 

代
理
権
を
有
し
な
い
者
が
他
人
の
代
理
人
と
し
て
し
た
契
約
は
、
本
人
が
そ
の
追
認
を
し
な

け
れ
ば
、
本
人
に
対
し
て
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。 

２ 

追
認
又
は
そ
の
拒
絶
は
、
相
手
方
に
対
し
て
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
相
手
方
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
た
だ
し
、
相
手
方
が
そ
の
事
実
を
知
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
無
権
代
理
の
相
手
方
の
催
告
権
） 

第
百
十
四
条 

前
条
の
場
合
に
お
い
て
、
相
手
方
は
、
本
人
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
期
間

内
に
追
認
を
す
る
か
ど
う
か
を
確
答
す
べ
き
旨
の
催
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

本
人
が
そ
の
期
間
内
に
確
答
を
し
な
い
と
き
は
、
追
認
を
拒
絶
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

（
無
権
代
理
の
相
手
方
の
取
消
権
） 

第
百
十
五
条 

代
理
権
を
有
し
な
い
者
が
し
た
契
約
は
、
本
人
が
追
認
を
し
な
い
間
は
、
相
手
方
が
取
り
消

す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
契
約
の
時
に
お
い
て
代
理
権
を
有
し
な
い
こ
と
を
相
手
方
が
知
っ
て
い
た

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
無
権
代
理
行
為
の
追
認
） 

第
百
十
六
条 

追
認
は
、
別
段
の
意
思
表
示
が
な
い
と
き
は
、
契
約
の
時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
そ
の
効
力
を
生

ず
る
。
た
だ
し
、
第
三
者
の
権
利
を
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

（
無
権
代
理
人
の
責
任
） 

第
百
十
七
条 

他
人
の
代
理
人
と
し
て
契
約
を
し
た
者
は
、
自
己
の
代
理
権
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

か
つ
、
本
人
の
追
認
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
相
手
方
の
選
択
に
従
い
、
相
手
方
に
対
し

て
履
行
又
は
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
う
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
他
人
の
代
理
人
と
し
て
契
約
を
し
た
者
が
代
理
権
を
有
し
な
い
こ
と
を
相
手
方
が
知

っ
て
い
た
と
き
、
若
し
く
は
過
失
に
よ
っ
て
知
ら
な
か
っ
た
と
き
、
又
は
他
人
の
代
理
人
と
し
て
契
約
を

し
た
者
が
行
為
能
力
を
有
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
単
独
行
為
の
無
権
代
理
） 

第
百
十
八
条 

単
独
行
為
に
つ
い
て
は
、
そ
の
行
為
の
時
に
お
い
て
、
相
手
方
が
、
代
理
人
と
称
す
る
者
が

代
理
権
を
有
し
な
い
で
行
為
を
す
る
こ
と
に
同
意
し
、
又
は
そ
の
代
理
権
を
争
わ
な
か
っ
た
と
き
に
限
り
、

第
百
十
三
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
代
理
権
を
有
し
な
い
者
に
対
し
そ
の
同
意
を
得
て
単

独
行
為
を
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

第
四
節 

無
効
及
び
取
消
し 

（
無
効
な
行
為
の
追
認
） 

第
百
十
九
条 
無
効
な
行
為
は
、
追
認
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。
た
だ
し
、
当
事
者
が
そ
の

行
為
の
無
効
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
追
認
を
し
た
と
き
は
、
新
た
な
行
為
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

（
取
消
権
者
） 

第
百
二
十
条 

行
為
能
力
の
制
限
に
よ
っ
て
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
行
為
は
、
制
限
行
為
能
力
者
又
は
そ
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の
代
理
人
、
承
継
人
若
し
く
は
同
意
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
限
り
、
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
詐
欺
又
は
強
迫
に
よ
っ
て
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
行
為
は
、
瑕
疵

か

し

あ
る
意
思
表
示
を
し
た
者
又
は
そ

の
代
理
人
若
し
く
は
承
継
人
に
限
り
、
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

（
取
消
し
の
効
果
） 

第
百
二
十
一
条 
取
り
消
さ
れ
た
行
為
は
、
初
め
か
ら
無
効
で
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
制
限
行

為
能
力
者
は
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
現
に
利
益
を
受
け
て
い
る
限
度
に
お
い
て
、
返
還
の
義
務
を
負
う
。 

（
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
行
為
の
追
認
） 

第
百
二
十
二
条 

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
行
為
は
、
第
百
二
十
条
に
規
定
す
る
者
が
追
認
し
た
と
き
は
、

以
後
、
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
追
認
に
よ
っ
て
第
三
者
の
権
利
を
害
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。 

（
取
消
し
及
び
追
認
の
方
法
） 

第
百
二
十
三
条 

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
行
為
の
相
手
方
が
確
定
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
取
消
し
又

は
追
認
は
、
相
手
方
に
対
す
る
意
思
表
示
に
よ
っ
て
す
る
。 

（
追
認
の
要
件
） 

第
百
二
十
四
条 

追
認
は
、
取
消
し
の
原
因
と
な
っ
て
い
た
状
況
が
消
滅
し
た
後
に
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
効

力
を
生
じ
な
い
。 

２ 

成
年
被
後
見
人
は
、
行
為
能
力
者
と
な
っ
た
後
に
そ
の
行
為
を
了
知
し
た
と
き
は
、
そ
の
了
知
を
し
た

後
で
な
け
れ
ば
、
追
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
法
定
代
理
人
又
は
制
限
行
為
能
力
者
の
保
佐
人
若
し
く
は
補
助
人
が
追
認
を
す
る

場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
法
定
追
認
） 

第
百
二
十
五
条 

前
条
の
規
定
に
よ
り
追
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
以
後
に
、
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る

行
為
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
実
が
あ
っ
た
と
き
は
、
追
認
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
異
議
を

と
ど
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

全
部
又
は
一
部
の
履
行 

二 

履
行
の
請
求 

三 

更
改 

四 

担
保
の
供
与 

五 

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
行
為
に
よ
っ
て
取
得
し
た
権
利
の
全
部
又
は
一
部
の
譲
渡 

六 

強
制
執
行 

（
取
消
権
の
期
間
の
制
限
） 

第
百
二
十
六
条 

取
消
権
は
、
追
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
五
年
間
行
使
し
な
い
と
き
は
、
時
効
に

よ
っ
て
消
滅
す
る
。
行
為
の
時
か
ら
二
十
年
を
経
過
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

第
五
節 

条
件
及
び
期
限 

（
条
件
が
成
就
し
た
場
合
の
効
果
） 

第
百
二
十
七
条 

停
止
条
件
付
法
律
行
為
は
、
停
止
条
件
が
成
就
し
た
時
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。 

２ 

解
除
条
件
付
法
律
行
為
は
、
解
除
条
件
が
成
就
し
た
時
か
ら
そ
の
効
力
を
失
う
。 

３ 

当
事
者
が
条
件
が
成
就
し
た
場
合
の
効
果
を
そ
の
成
就
し
た
時
以
前
に
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
意
思
を
表

示
し
た
と
き
は
、
そ
の
意
思
に
従
う
。 

（
条
件
の
成
否
未
定
の
間
に
お
け
る
相
手
方
の
利
益
の
侵
害
の
禁
止
） 

第
百
二
十
八
条 

条
件
付
法
律
行
為
の
各
当
事
者
は
、
条
件
の
成
否
が
未
定
で
あ
る
間
は
、
条
件
が
成
就
し

た
場
合
に
そ
の
法
律
行
為
か
ら
生
ず
べ
き
相
手
方
の
利
益
を
害
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
条
件
の
成
否
未
定
の
間
に
お
け
る
権
利
の
処
分
等
） 

第
百
二
十
九
条 

条
件
の
成
否
が
未
定
で
あ
る
間
に
お
け
る
当
事
者
の
権
利
義
務
は
、
一
般
の
規
定
に
従
い
、

処
分
し
、
相
続
し
、
若
し
く
は
保
存
し
、
又
は
そ
の
た
め
に
担
保
を
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
条
件
の
成
就
の
妨
害
） 

第
百
三
十
条 

条
件
が
成
就
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
利
益
を
受
け
る
当
事
者
が
故
意
に
そ
の
条
件
の
成
就

を
妨
げ
た
と
き
は
、
相
手
方
は
、
そ
の
条
件
が
成
就
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

（
既
成
条
件
） 

第
百
三
十
一
条 

条
件
が
法
律
行
為
の
時
に
既
に
成
就
し
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
条
件
が
停
止
条
件

で
あ
る
と
き
は
そ
の
法
律
行
為
は
無
条
件
と
し
、
そ
の
条
件
が
解
除
条
件
で
あ
る
と
き
は
そ
の
法
律
行
為

は
無
効
と
す
る
。 

２ 

条
件
が
成
就
し
な
い
こ
と
が
法
律
行
為
の
時
に
既
に
確
定
し
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
条
件
が
停

止
条
件
で
あ
る
と
き
は
そ
の
法
律
行
為
は
無
効
と
し
、
そ
の
条
件
が
解
除
条
件
で
あ
る
と
き
は
そ
の
法
律

行
為
は
無
条
件
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
事
者
が
条
件
が
成
就
し
た
こ
と
又
は
成
就
し
な
か
っ
た
こ
と

を
知
ら
な
い
間
は
、
第
百
二
十
八
条
及
び
第
百
二
十
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
不
法
条
件
） 

第
百
三
十
二
条 

不
法
な
条
件
を
付
し
た
法
律
行
為
は
、
無
効
と
す
る
。
不
法
な
行
為
を
し
な
い
こ
と
を
条

件
と
す
る
も
の
も
、
同
様
と
す
る
。 

（
不
能
条
件
） 

第
百
三
十
三
条 
不
能
の
停
止
条
件
を
付
し
た
法
律
行
為
は
、
無
効
と
す
る
。 

２ 

不
能
の
解
除
条
件
を
付
し
た
法
律
行
為
は
、
無
条
件
と
す
る
。 

（
随
意
条
件
） 
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第
百
三
十
四
条 

停
止
条
件
付
法
律
行
為
は
、
そ
の
条
件
が
単
に
債
務
者
の
意
思
の
み
に
係
る
と
き
は
、
無

効
と
す
る
。 

（
期
限
の
到
来
の
効
果
） 

第
百
三
十
五
条 
法
律
行
為
に
始
期
を
付
し
た
と
き
は
、
そ
の
法
律
行
為
の
履
行
は
、
期
限
が
到
来
す
る
ま

で
、
こ
れ
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

法
律
行
為
に
終
期
を
付
し
た
と
き
は
、
そ
の
法
律
行
為
の
効
力
は
、
期
限
が
到
来
し
た
時
に
消
滅
す
る
。 

（
期
限
の
利
益
及
び
そ
の
放
棄
） 

第
百
三
十
六
条 

期
限
は
、
債
務
者
の
利
益
の
た
め
に
定
め
た
も
の
と
推
定
す
る
。 

２ 

期
限
の
利
益
は
、
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
相
手
方
の
利
益
を
害
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。 

（
期
限
の
利
益
の
喪
失
） 

第
百
三
十
七
条 

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
債
務
者
は
、
期
限
の
利
益
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

一 

債
務
者
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
と
き
。 

二 

債
務
者
が
担
保
を
滅
失
さ
せ
、
損
傷
さ
せ
、
又
は
減
少
さ
せ
た
と
き
。 

三 

債
務
者
が
担
保
を
供
す
る
義
務
を
負
う
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
供
し
な
い
と
き
。 

第
六
章 

期
間
の
計
算 

（
期
間
の
計
算
の
通
則
） 

第
百
三
十
八
条 

期
間
の
計
算
方
法
は
、
法
令
若
し
く
は
裁
判
上
の
命
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
又
は

法
律
行
為
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
章
の
規
定
に
従
う
。 

（
期
間
の
起
算
） 

第
百
三
十
九
条 

時
間
に
よ
っ
て
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
期
間
は
、
即
時
か
ら
起
算
す
る
。 

第
百
四
十
条 

日
、
週
、
月
又
は
年
に
よ
っ
て
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
期
間
の
初
日
は
、
算
入
し
な
い
。

た
だ
し
、
そ
の
期
間
が
午
前
零
時
か
ら
始
ま
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
期
間
の
満
了
） 

第
百
四
十
一
条 

前
条
の
場
合
に
は
、
期
間
は
、
そ
の
末
日
の
終
了
を
も
っ
て
満
了
す
る
。 

第
百
四
十
二
条 

期
間
の
末
日
が
日
曜
日
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十

八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
そ
の
他
の
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
日
に
取
引
を
し
な
い
慣
習
が
あ
る
場

合
に
限
り
、
期
間
は
、
そ
の
翌
日
に
満
了
す
る
。 

（
暦
に
よ
る
期
間
の
計
算
） 

第
百
四
十
三
条 

週
、
月
又
は
年
に
よ
っ
て
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
期
間
は
、
暦
に
従
っ
て
計
算
す

る
。 

２ 

週
、
月
又
は
年
の
初
め
か
ら
期
間
を
起
算
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
期
間
は
、
最
後
の
週
、
月
又
は
年
に

お
い
て
そ
の
起
算
日
に
応
当
す
る
日
の
前
日
に
満
了
す
る
。
た
だ
し
、
月
又
は
年
に
よ
っ
て
期
間
を
定
め

た
場
合
に
お
い
て
、
最
後
の
月
に
応
当
す
る
日
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
月
の
末
日
に
満
了
す
る
。 

第
七
章 

時
効 

第
一
節 

総
則 

（
時
効
の
効
力
） 

第
百
四
十
四
条 

時
効
の
効
力
は
、
そ
の
起
算
日
に
さ
か
の
ぼ
る
。 

（
時
効
の
援
用
） 

第
百
四
十
五
条 

時
効
は
、
当
事
者
が
援
用
し
な
け
れ
ば
、
裁
判
所
が
こ
れ
に
よ
っ
て
裁
判
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。 

（
時
効
の
利
益
の
放
棄
） 

第
百
四
十
六
条 

時
効
の
利
益
は
、
あ
ら
か
じ
め
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
時
効
の
中
断
事
由
） 

第
百
四
十
七
条 

時
効
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
っ
て
中
断
す
る
。 

一 

請
求 

二 

差
押
え
、
仮
差
押
え
又
は
仮
処
分 

三 

承
認 

（
時
効
の
中
断
の
効
力
が
及
ぶ
者
の
範
囲
） 

第
百
四
十
八
条 

前
条
の
規
定
に
よ
る
時
効
の
中
断
は
、
そ
の
中
断
の
事
由
が
生
じ
た
当
事
者
及
び
そ
の
承

継
人
の
間
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

（
裁
判
上
の
請
求
） 

第
百
四
十
九
条 

裁
判
上
の
請
求
は
、
訴
え
の
却
下
又
は
取
下
げ
の
場
合
に
は
、
時
効
の
中
断
の
効
力
を
生

じ
な
い
。 

（
支
払
督
促
） 

第
百
五
十
条 

支
払
督
促
は
、
債
権
者
が
民
事
訴
訟
法
第
三
百
九
十
二
条
に
規
定
す
る
期
間
内
に
仮
執
行
の

宣
言
の
申
立
て
を
し
な
い
こ
と
に
よ
り
そ
の
効
力
を
失
う
と
き
は
、
時
効
の
中
断
の
効
力
を
生
じ
な
い
。 

（
和
解
及
び
調
停
の
申
立
て
） 

第
百
五
十
一
条 

和
解
の
申
立
て
又
は
民
事
調
停
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
二
号
）
若
し
く
は

家
事
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
二
号
）
に
よ
る
調
停
の
申
立
て
は
、
相
手
方
が
出
頭
せ

ず
、
又
は
和
解
若
し
く
は
調
停
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
一
箇
月
以
内
に
訴
え
を
提
起
し
な
け
れ
ば
、
時
効

の
中
断
の
効
力
を
生
じ
な
い
。 

（
破
産
手
続
参
加
等
） 

第
百
五
十
二
条 

破
産
手
続
参
加
、
再
生
手
続
参
加
又
は
更
生
手
続
参
加
は
、
債
権
者
が
そ
の
届
出
を
取
り
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下
げ
、
又
は
そ
の
届
出
が
却
下
さ
れ
た
と
き
は
、
時
効
の
中
断
の
効
力
を
生
じ
な
い
。 

（
催
告
） 

第
百
五
十
三
条 

催
告
は
、
六
箇
月
以
内
に
、
裁
判
上
の
請
求
、
支
払
督
促
の
申
立
て
、
和
解
の
申
立
て
、

民
事
調
停
法
若
し
く
は
家
事
事
件
手
続
法
に
よ
る
調
停
の
申
立
て
、
破
産
手
続
参
加
、
再
生
手
続
参
加
、

更
生
手
続
参
加
、
差
押
え
、
仮
差
押
え
又
は
仮
処
分
を
し
な
け
れ
ば
、
時
効
の
中
断
の
効
力
を
生
じ
な
い
。 

（
差
押
え
、
仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
） 

第
百
五
十
四
条 

差
押
え
、
仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
は
、
権
利
者
の
請
求
に
よ
り
又
は
法
律
の
規
定
に
従
わ

な
い
こ
と
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
時
効
の
中
断
の
効
力
を
生
じ
な
い
。 

第
百
五
十
五
条 

差
押
え
、
仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
は
、
時
効
の
利
益
を
受
け
る
者
に
対
し
て
し
な
い
と
き

は
、
そ
の
者
に
通
知
を
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
時
効
の
中
断
の
効
力
を
生
じ
な
い
。 

（
承
認
） 

第
百
五
十
六
条 

時
効
の
中
断
の
効
力
を
生
ず
べ
き
承
認
を
す
る
に
は
、
相
手
方
の
権
利
に
つ
い
て
の
処
分

に
つ
き
行
為
能
力
又
は
権
限
が
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

（
中
断
後
の
時
効
の
進
行
） 

第
百
五
十
七
条 

中
断
し
た
時
効
は
、
そ
の
中
断
の
事
由
が
終
了
し
た
時
か
ら
、
新
た
に
そ
の
進
行
を
始
め

る
。 

２ 

裁
判
上
の
請
求
に
よ
っ
て
中
断
し
た
時
効
は
、
裁
判
が
確
定
し
た
時
か
ら
、
新
た
に
そ
の
進
行
を
始
め

る
。 

（
未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
と
時
効
の
停
止
） 

第
百
五
十
八
条 

時
効
の
期
間
の
満
了
前
六
箇
月
以
内
の
間
に
未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
に
法
定
代

理
人
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
未
成
年
者
若
し
く
は
成
年
被
後
見
人
が
行
為
能
力
者
と
な
っ
た
時
又
は
法
定

代
理
人
が
就
職
し
た
時
か
ら
六
箇
月
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
そ
の
未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
に

対
し
て
、
時
効
は
、
完
成
し
な
い
。 

２ 

未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
が
そ
の
財
産
を
管
理
す
る
父
、
母
又
は
後
見
人
に
対
し
て
権
利
を
有
す

る
と
き
は
、
そ
の
未
成
年
者
若
し
く
は
成
年
被
後
見
人
が
行
為
能
力
者
と
な
っ
た
時
又
は
後
任
の
法
定
代

理
人
が
就
職
し
た
時
か
ら
六
箇
月
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
そ
の
権
利
に
つ
い
て
、
時
効
は
、
完
成
し

な
い
。 

（
夫
婦
間
の
権
利
の
時
効
の
停
止
） 

第
百
五
十
九
条 

夫
婦
の
一
方
が
他
の
一
方
に
対
し
て
有
す
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
婚
姻
の
解
消
の
時
か
ら

六
箇
月
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
時
効
は
、
完
成
し
な
い
。 

（
相
続
財
産
に
関
す
る
時
効
の
停
止
） 

第
百
六
十
条 

相
続
財
産
に
関
し
て
は
、
相
続
人
が
確
定
し
た
時
、
管
理
人
が
選
任
さ
れ
た
時
又
は
破
産
手

続
開
始
の
決
定
が
あ
っ
た
時
か
ら
六
箇
月
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
時
効
は
、
完
成
し
な
い
。 

（
天
災
等
に
よ
る
時
効
の
停
止
） 

第
百
六
十
一
条 

時
効
の
期
間
の
満
了
の
時
に
当
た
り
、
天
災
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
変
の
た

め
時
効
を
中
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
障
害
が
消
滅
し
た
時
か
ら
二
週
間
を
経
過
す
る
ま

で
の
間
は
、
時
効
は
、
完
成
し
な
い
。 

第
二
節 

取
得
時
効 

（
所
有
権
の
取
得
時
効
） 

第
百
六
十
二
条 

二
十
年
間
、
所
有
の
意
思
を
も
っ
て
、
平
穏
に
、
か
つ
、
公
然
と
他
人
の
物
を
占
有
し
た

者
は
、
そ
の
所
有
権
を
取
得
す
る
。 

２ 

十
年
間
、
所
有
の
意
思
を
も
っ
て
、
平
穏
に
、
か
つ
、
公
然
と
他
人
の
物
を
占
有
し
た
者
は
、
そ
の
占

有
の
開
始
の
時
に
、
善
意
で
あ
り
、
か
つ
、
過
失
が
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
所
有
権
を
取
得
す
る
。 

（
所
有
権
以
外
の
財
産
権
の
取
得
時
効
） 

第
百
六
十
三
条 

所
有
権
以
外
の
財
産
権
を
、
自
己
の
た
め
に
す
る
意
思
を
も
っ
て
、
平
穏
に
、
か
つ
、
公

然
と
行
使
す
る
者
は
、前
条
の
区
別
に
従
い
二
十
年
又
は
十
年
を
経
過
し
た
後
、
そ
の
権
利
を
取
得
す
る
。 

（
占
有
の
中
止
等
に
よ
る
取
得
時
効
の
中
断
） 

第
百
六
十
四
条 

第
百
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
時
効
は
、
占
有
者
が
任
意
に
そ
の
占
有
を
中
止
し
、
又
は

他
人
に
よ
っ
て
そ
の
占
有
を
奪
わ
れ
た
と
き
は
、
中
断
す
る
。 

第
百
六
十
五
条 

前
条
の
規
定
は
、
第
百
六
十
三
条
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

第
三
節 

消
滅
時
効 

（
消
滅
時
効
の
進
行
等
） 

第
百
六
十
六
条 

消
滅
時
効
は
、
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
進
行
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
始
期
付
権
利
又
は
停
止
条
件
付
権
利
の
目
的
物
を
占
有
す
る
第
三
者
の
た
め
に
、
そ

の
占
有
の
開
始
の
時
か
ら
取
得
時
効
が
進
行
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
権
利
者
は
、
そ
の
時
効

を
中
断
す
る
た
め
、
い
つ
で
も
占
有
者
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
債
権
等
の
消
滅
時
効
） 

第
百
六
十
七
条 

債
権
は
、
十
年
間
行
使
し
な
い
と
き
は
、
消
滅
す
る
。 

２ 
債
権
又
は
所
有
権
以
外
の
財
産
権
は
、
二
十
年
間
行
使
し
な
い
と
き
は
、
消
滅
す
る
。 

（
定
期
金
債
権
の
消
滅
時
効
） 

第
百
六
十
八
条 

定
期
金
の
債
権
は
、
第
一
回
の
弁
済
期
か
ら
二
十
年
間
行
使
し
な
い
と
き
は
、
消
滅
す
る
。

最
後
の
弁
済
期
か
ら
十
年
間
行
使
し
な
い
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 

定
期
金
の
債
権
者
は
、
時
効
の
中
断
の
証
拠
を
得
る
た
め
、
い
つ
で
も
、
そ
の
債
務
者
に
対
し
て
承
認

書
の
交
付
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 



 11 
 

（
定
期
給
付
債
権
の
短
期
消
滅
時
効
） 

第
百
六
十
九
条 

年
又
は
こ
れ
よ
り
短
い
時
期
に
よ
っ
て
定
め
た
金
銭
そ
の
他
の
物
の
給
付
を
目
的
と
す

る
債
権
は
、
五
年
間
行
使
し
な
い
と
き
は
、
消
滅
す
る
。 

（
三
年
の
短
期
消
滅
時
効
） 

第
百
七
十
条 

次
に
掲
げ
る
債
権
は
、
三
年
間
行
使
し
な
い
と
き
は
、
消
滅
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲

げ
る
債
権
の
時
効
は
、
同
号
の
工
事
が
終
了
し
た
時
か
ら
起
算
す
る
。 

一 

医
師
、
助
産
師
又
は
薬
剤
師
の
診
療
、
助
産
又
は
調
剤
に
関
す
る
債
権 

二 

工
事
の
設
計
、
施
工
又
は
監
理
を
業
と
す
る
者
の
工
事
に
関
す
る
債
権 

第
百
七
十
一
条 

弁
護
士
又
は
弁
護
士
法
人
は
事
件
が
終
了
し
た
時
か
ら
、
公
証
人
は
そ
の
職
務
を
執
行
し

た
時
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
に
関
し
て
受
け
取
っ
た
書
類
に
つ
い
て
、
そ
の
責
任
を

免
れ
る
。 

（
二
年
の
短
期
消
滅
時
効
） 

第
百
七
十
二
条 

弁
護
士
、
弁
護
士
法
人
又
は
公
証
人
の
職
務
に
関
す
る
債
権
は
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た
事

件
が
終
了
し
た
時
か
ら
二
年
間
行
使
し
な
い
と
き
は
、
消
滅
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
事
件
中
の
各
事
項
が
終
了
し
た
時
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
と
き

は
、
同
項
の
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
事
項
に
関
す
る
債
権
は
、
消
滅
す
る
。 

第
百
七
十
三
条 

次
に
掲
げ
る
債
権
は
、
二
年
間
行
使
し
な
い
と
き
は
、
消
滅
す
る
。 

一 

生
産
者
、
卸
売
商
人
又
は
小
売
商
人
が
売
却
し
た
産
物
又
は
商
品
の
代
価
に
係
る
債
権 

二 

自
己
の
技
能
を
用
い
、
注
文
を
受
け
て
、
物
を
製
作
し
又
は
自
己
の
仕
事
場
で
他
人
の
た
め
に
仕
事

を
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
の
仕
事
に
関
す
る
債
権 

三 

学
芸
又
は
技
能
の
教
育
を
行
う
者
が
生
徒
の
教
育
、
衣
食
又
は
寄
宿
の
代
価
に
つ
い
て
有
す
る
債
権 

（
一
年
の
短
期
消
滅
時
効
） 

第
百
七
十
四
条 

次
に
掲
げ
る
債
権
は
、
一
年
間
行
使
し
な
い
と
き
は
、
消
滅
す
る
。 

一 

月
又
は
こ
れ
よ
り
短
い
時
期
に
よ
っ
て
定
め
た
使
用
人
の
給
料
に
係
る
債
権 

二 

自
己
の
労
力
の
提
供
又
は
演
芸
を
業
と
す
る
者
の
報
酬
又
は
そ
の
供
給
し
た
物
の
代
価
に
係
る
債

権 

三 

運
送
賃
に
係
る
債
権 

四 

旅
館
、
料
理
店
、
飲
食
店
、
貸
席
又
は
娯
楽
場
の
宿
泊
料
、
飲
食
料
、
席
料
、
入
場
料
、
消
費
物
の

代
価
又
は
立
替
金
に
係
る
債
権 

五 

動
産
の
損
料
に
係
る
債
権 

（
判
決
で
確
定
し
た
権
利
の
消
滅
時
効
） 

第
百
七
十
四
条
の
二 

確
定
判
決
に
よ
っ
て
確
定
し
た
権
利
に
つ
い
て
は
、
十
年
よ
り
短
い
時
効
期
間
の
定

め
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
時
効
期
間
は
、
十
年
と
す
る
。
裁
判
上
の
和
解
、
調
停
そ
の
他
確
定

判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
も
の
に
よ
っ
て
確
定
し
た
権
利
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
確
定
の
時
に
弁
済
期
の
到
来
し
て
い
な
い
債
権
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

第
二
編
か
ら
第
四
編
ま
で 

（
略
） 

第
五
編 

相
続 

第
一
章 

総
則 

（
相
続
開
始
の
原
因
） 

第
八
百
八
十
二
条 

相
続
は
、
死
亡
に
よ
っ
て
開
始
す
る
。 

（
相
続
開
始
の
場
所
） 

第
八
百
八
十
三
条 

相
続
は
、
被
相
続
人
の
住
所
に
お
い
て
開
始
す
る
。 

（
相
続
回
復
請
求
権
） 

第
八
百
八
十
四
条 

相
続
回
復
の
請
求
権
は
、
相
続
人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
が
相
続
権
を
侵
害
さ
れ
た
事

実
を
知
っ
た
時
か
ら
五
年
間
行
使
し
な
い
と
き
は
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。
相
続
開
始
の
時
か
ら
二

十
年
を
経
過
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

（
相
続
財
産
に
関
す
る
費
用
） 

第
八
百
八
十
五
条 

相
続
財
産
に
関
す
る
費
用
は
、
そ
の
財
産
の
中
か
ら
支
弁
す
る
。
た
だ
し
、
相
続
人
の

過
失
に
よ
る
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
の
費
用
は
、
遺
留
分
権
利
者
が
贈
与
の
減
殺
に
よ
っ
て
得
た
財
産
を
も
っ
て
支
弁
す
る
こ
と
を
要

し
な
い
。 

第
二
章 

相
続
人 

（
相
続
に
関
す
る
胎
児
の
権
利
能
力
） 

第
八
百
八
十
六
条 

胎
児
は
、
相
続
に
つ
い
て
は
、
既
に
生
ま
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
胎
児
が
死
体
で
生
ま
れ
た
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
子
及
び
そ
の
代
襲
者
等
の
相
続
権
） 

第
八
百
八
十
七
条 

被
相
続
人
の
子
は
、
相
続
人
と
な
る
。 

２ 

被
相
続
人
の
子
が
、
相
続
の
開
始
以
前
に
死
亡
し
た
と
き
、
又
は
第
八
百
九
十
一
条
の
規
定
に
該
当
し
、

若
し
く
は
廃
除
に
よ
っ
て
、
そ
の
相
続
権
を
失
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
の
子
が
こ
れ
を
代
襲
し
て
相
続
人

と
な
る
。
た
だ
し
、
被
相
続
人
の
直
系
卑
属
で
な
い
者
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

前
項
の
規
定
は
、
代
襲
者
が
、
相
続
の
開
始
以
前
に
死
亡
し
、
又
は
第
八
百
九
十
一
条
の
規
定
に
該
当

し
、
若
し
く
は
廃
除
に
よ
っ
て
、
そ
の
代
襲
相
続
権
を
失
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

第
八
百
八
十
八
条 
削
除
〔
昭
和
三
七
年
三
月
法
律
四
〇
号
〕 

（
直
系
尊
属
及
び
兄
弟
姉
妹
の
相
続
権
） 
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第
八
百
八
十
九
条 

次
に
掲
げ
る
者
は
、
第
八
百
八
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
と
な
る
べ
き
者
が
な
い

場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
順
序
の
順
位
に
従
っ
て
相
続
人
と
な
る
。 

一 
被
相
続
人
の
直
系
尊
属
。
た
だ
し
、
親
等
の
異
な
る
者
の
間
で
は
、
そ
の
近
い
者
を
先
に
す
る
。 

二 

被
相
続
人
の
兄
弟
姉
妹 

２ 

第
八
百
八
十
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
二
号
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
配
偶
者
の
相
続
権
） 

第
八
百
九
十
条 

被
相
続
人
の
配
偶
者
は
、
常
に
相
続
人
と
な
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
百
八
十
七

条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
と
な
る
べ
き
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
と
同
順
位
と
す
る
。 

（
相
続
人
の
欠
格
事
由
） 

第
八
百
九
十
一
条 

次
に
掲
げ
る
者
は
、
相
続
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

一 

故
意
に
被
相
続
人
又
は
相
続
に
つ
い
て
先
順
位
若
し
く
は
同
順
位
に
あ
る
者
を
死
亡
す
る
に
至
ら

せ
、
又
は
至
ら
せ
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者 

二 

被
相
続
人
の
殺
害
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
、
こ
れ
を
告
発
せ
ず
、
又
は
告
訴
し
な
か
っ
た
者
。
た
だ

し
、
そ
の
者
に
是
非
の
弁
別
が
な
い
と
き
、
又
は
殺
害
者
が
自
己
の
配
偶
者
若
し
く
は
直
系
血
族
で

あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

三 

詐
欺
又
は
強
迫
に
よ
っ
て
、
被
相
続
人
が
相
続
に
関
す
る
遺
言
を
し
、
撤
回
し
、
取
り
消
し
、
又
は

変
更
す
る
こ
と
を
妨
げ
た
者 

四 

詐
欺
又
は
強
迫
に
よ
っ
て
、
被
相
続
人
に
相
続
に
関
す
る
遺
言
を
さ
せ
、
撤
回
さ
せ
、取
り
消
さ
せ
、

又
は
変
更
さ
せ
た
者 

五 

相
続
に
関
す
る
被
相
続
人
の
遺
言
書
を
偽
造
し
、
変
造
し
、
破
棄
し
、
又
は
隠
匿
し
た
者 

（
推
定
相
続
人
の
廃
除
） 

第
八
百
九
十
二
条 

遺
留
分
を
有
す
る
推
定
相
続
人
（
相
続
が
開
始
し
た
場
合
に
相
続
人
と
な
る
べ
き
者
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
被
相
続
人
に
対
し
て
虐
待
を
し
、
若
し
く
は
こ
れ
に
重
大
な
侮
辱
を
加
え
た

と
き
、
又
は
推
定
相
続
人
に
そ
の
他
の
著
し
い
非
行
が
あ
っ
た
と
き
は
、
被
相
続
人
は
、
そ
の
推
定
相
続

人
の
廃
除
を
家
庭
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
遺
言
に
よ
る
推
定
相
続
人
の
廃
除
） 

第
八
百
九
十
三
条 

被
相
続
人
が
遺
言
で
推
定
相
続
人
を
廃
除
す
る
意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
、
遺
言
執
行

者
は
、
そ
の
遺
言
が
効
力
を
生
じ
た
後
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
推
定
相
続
人
の
廃
除
を
家
庭
裁
判
所
に
請
求

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
推
定
相
続
人
の
廃
除
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
の
時

に
さ
か
の
ぼ
っ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。 

（
推
定
相
続
人
の
廃
除
の
取
消
し
） 

第
八
百
九
十
四
条 

被
相
続
人
は
、
い
つ
で
も
、
推
定
相
続
人
の
廃
除
の
取
消
し
を
家
庭
裁
判
所
に
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
条
の
規
定
は
、
推
定
相
続
人
の
廃
除
の
取
消
し
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
推
定
相
続
人
の
廃
除
に
関
す
る
審
判
確
定
前
の
遺
産
の
管
理
） 

第
八
百
九
十
五
条 

推
定
相
続
人
の
廃
除
又
は
そ
の
取
消
し
の
請
求
が
あ
っ
た
後
そ
の
審
判
が
確
定
す
る

前
に
相
続
が
開
始
し
た
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、親
族
、
利
害
関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
っ
て
、

遺
産
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
処
分
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
推
定
相
続
人
の
廃
除
の
遺
言
が
あ
っ
た

と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 

第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
家
庭
裁
判
所
が
遺
産
の
管
理
人

を
選
任
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

第
三
章 

相
続
の
効
力 

第
一
節 

総
則 

（
相
続
の
一
般
的
効
力
） 

第
八
百
九
十
六
条 

相
続
人
は
、
相
続
開
始
の
時
か
ら
、
被
相
続
人
の
財
産
に
属
し
た
一
切
の
権
利
義
務
を

承
継
す
る
。
た
だ
し
、
被
相
続
人
の
一
身
に
專
属
し
た
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
祭
祀
に
関
す
る
権
利
の
承
継
） 

第
八
百
九
十
七
条 

系
譜
、
祭
具
及
び
墳
墓
の
所
有
権
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
慣
習
に
従
っ
て

祖
先
の
祭
祀
を
主
宰
す
べ
き
者
が
承
継
す
る
。
た
だ
し
、
被
相
続
人
の
指
定
に
従
っ
て
祖
先
の
祭
祀
を
主

宰
す
べ
き
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
が
承
継
す
る
。 

２ 

前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
慣
習
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
同
項
の
権
利
を
承
継
す
べ
き
者
は
、
家

庭
裁
判
所
が
定
め
る
。 

（
共
同
相
続
の
効
力
） 

第
八
百
九
十
八
条 

相
続
人
が
数
人
あ
る
と
き
は
、
相
続
財
産
は
、
そ
の
共
有
に
属
す
る
。 

第
八
百
九
十
九
条 

各
共
同
相
続
人
は
、
そ
の
相
続
分
に
応
じ
て
被
相
続
人
の
権
利
義
務
を
承
継
す
る
。 

第
二
節 

相
続
分 

（
法
定
相
続
分
） 

第
九
百
条 

同
順
位
の
相
続
人
が
数
人
あ
る
と
き
は
、
そ
の
相
続
分
は
、
次
の
各
号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。 

一 
子
及
び
配
偶
者
が
相
続
人
で
あ
る
と
き
は
、
子
の
相
続
分
及
び
配
偶
者
の
相
続
分
は
、
各
二
分
の
一

と
す
る
。 

二 

配
偶
者
及
び
直
系
尊
属
が
相
続
人
で
あ
る
と
き
は
、
配
偶
者
の
相
続
分
は
、
三
分
の
二
と
し
、
直
系

尊
属
の
相
続
分
は
、
三
分
の
一
と
す
る
。 

三 

配
偶
者
及
び
兄
弟
姉
妹
が
相
続
人
で
あ
る
と
き
は
、
配
偶
者
の
相
続
分
は
、
四
分
の
三
と
し
、
兄
弟
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姉
妹
の
相
続
分
は
、
四
分
の
一
と
す
る
。 

四 
子
、直
系
尊
属
又
は
兄
弟
姉
妹
が
数
人
あ
る
と
き
は
、
各
自
の
相
続
分
は
、
相
等
し
い
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
父
母
の
一
方
の
み
を
同
じ
く
す
る
兄
弟
姉
妹
の
相
続
分
は
、
父
母
の
双
方
を
同
じ
く
す
る

兄
弟
姉
妹
の
相
続
分
の
二
分
の
一
と
す
る
。 

（
代
襲
相
続
人
の
相
続
分
） 

第
九
百
一
条 

第
八
百
八
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
と
な
る
直
系
卑
属
の
相
続

分
は
、
そ
の
直
系
尊
属
が
受
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
も
の
と
同
じ
と
す
る
。
た
だ
し
、
直
系
卑
属
が
数
人
あ

る
と
き
は
、
そ
の
各
自
の
直
系
尊
属
が
受
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
部
分
に
つ
い
て
、
前
条
の
規
定
に
従
っ
て

そ
の
相
続
分
を
定
め
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
第
八
百
八
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
兄
弟
姉
妹
の
子
が
相
続
人
と
な
る
場
合
に

つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
遺
言
に
よ
る
相
続
分
の
指
定
） 

第
九
百
二
条 

被
相
続
人
は
、
前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
遺
言
で
、
共
同
相
続
人
の
相
続
分
を
定
め
、

又
は
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
を
第
三
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、被
相
続
人
又
は
第
三
者
は
、

遺
留
分
に
関
す
る
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

被
相
続
人
が
、
共
同
相
続
人
中
の
一
人
若
し
く
は
数
人
の
相
続
分
の
み
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
第
三
者

に
定
め
さ
せ
た
と
き
は
、
他
の
共
同
相
続
人
の
相
続
分
は
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
。 

（
特
別
受
益
者
の
相
続
分
） 

第
九
百
三
条 

共
同
相
続
人
中
に
、
被
相
続
人
か
ら
、
遺
贈
を
受
け
、
又
は
婚
姻
若
し
く
は
養
子
縁
組
の
た

め
若
し
く
は
生
計
の
資
本
と
し
て
贈
与
を
受
け
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
被
相
続
人
が
相
続
開
始
の
時
に
お

い
て
有
し
た
財
産
の
価
額
に
そ
の
贈
与
の
価
額
を
加
え
た
も
の
を
相
続
財
産
と
み
な
し
、
前
三
条
の
規
定

に
よ
り
算
定
し
た
相
続
分
の
中
か
ら
そ
の
遺
贈
又
は
贈
与
の
価
額
を
控
除
し
た
残
額
を
も
っ
て
そ
の
者

の
相
続
分
と
す
る
。 

２ 

遺
贈
又
は
贈
与
の
価
額
が
、
相
続
分
の
価
額
に
等
し
く
、
又
は
こ
れ
を
超
え
る
と
き
は
、
受
遺
者
又
は

受
贈
者
は
、
そ
の
相
続
分
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

被
相
続
人
が
前
二
項
の
規
定
と
異
な
っ
た
意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
意
思
表
示
は
、
遺
留
分
に

関
す
る
規
定
に
違
反
し
な
い
範
囲
内
で
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

第
九
百
四
条 

前
条
に
規
定
す
る
贈
与
の
価
額
は
、
受
贈
者
の
行
為
に
よ
っ
て
、
そ
の
目
的
で
あ
る
財
産
が

滅
失
し
、
又
は
そ
の
価
格
の
増
減
が
あ
っ
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
相
続
開
始
の
時
に
お
い
て
な
お
原
状
の

ま
ま
で
あ
る
も
の
と
み
な
し
て
こ
れ
を
定
め
る
。 

（
寄
与
分
） 

第
九
百
四
条
の
二 

共
同
相
続
人
中
に
、
被
相
続
人
の
事
業
に
関
す
る
労
務
の
提
供
又
は
財
産
上
の
給
付
、

被
相
続
人
の
療
養
看
護
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
被
相
続
人
の
財
産
の
維
持
又
は
増
加
に
つ
い
て
特
別
の

寄
与
を
し
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
被
相
続
人
が
相
続
開
始
の
時
に
お
い
て
有
し
た
財
産
の
価
額
か
ら
共
同

相
続
人
の
協
議
で
定
め
た
そ
の
者
の
寄
与
分
を
控
除
し
た
も
の
を
相
続
財
産
と
み
な
し
、
第
九
百
条
か
ら

第
九
百
二
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
相
続
分
に
寄
与
分
を
加
え
た
額
を
も
っ
て
そ
の
者
の
相
続

分
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
同

項
に
規
定
す
る
寄
与
を
し
た
者
の
請
求
に
よ
り
、
寄
与
の
時
期
、
方
法
及
び
程
度
、
相
続
財
産
の
額
そ
の

他
一
切
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
寄
与
分
を
定
め
る
。 

３ 

寄
与
分
は
、
被
相
続
人
が
相
続
開
始
の
時
に
お
い
て
有
し
た
財
産
の
価
額
か
ら
遺
贈
の
価
額
を
控
除
し

た
残
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

４ 

第
二
項
の
請
求
は
、
第
九
百
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
場
合
又
は
第
九
百
十
条
に
規

定
す
る
場
合
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
相
続
分
の
取
戻
権
） 

第
九
百
五
条 

共
同
相
続
人
の
一
人
が
遺
産
の
分
割
前
に
そ
の
相
続
分
を
第
三
者
に
譲
り
渡
し
た
と
き
は
、

他
の
共
同
相
続
人
は
、そ
の
価
額
及
び
費
用
を
償
還
し
て
、そ
の
相
続
分
を
譲
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
権
利
は
、
一
箇
月
以
内
に
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
節 

遺
産
の
分
割 

（
遺
産
の
分
割
の
基
準
） 

第
九
百
六
条 

遺
産
の
分
割
は
、
遺
産
に
属
す
る
物
又
は
権
利
の
種
類
及
び
性
質
、
各
相
続
人
の
年
齢
、
職

業
、
心
身
の
状
態
及
び
生
活
の
状
況
そ
の
他
一
切
の
事
情
を
考
慮
し
て
こ
れ
を
す
る
。 

（
遺
産
の
分
割
の
協
議
又
は
審
判
等
） 

第
九
百
七
条 

共
同
相
続
人
は
、
次
条
の
規
定
に
よ
り
被
相
続
人
が
遺
言
で
禁
じ
た
場
合
を
除
き
、
い
つ
で

も
、
そ
の
協
議
で
、
遺
産
の
分
割
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

遺
産
の
分
割
に
つ
い
て
、
共
同
相
続
人
間
に
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
は
、
各
共
同
相
続
人
は
、
そ
の
分
割
を
家
庭
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
期
間
を
定
め
て
、
遺
産
の
全

部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
そ
の
分
割
を
禁
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
遺
産
の
分
割
の
方
法
の
指
定
及
び
遺
産
の
分
割
の
禁
止
） 

第
九
百
八
条 
被
相
続
人
は
、
遺
言
で
、
遺
産
の
分
割
の
方
法
を
定
め
、
若
し
く
は
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
を

第
三
者
に
委
託
し
、
又
は
相
続
開
始
の
時
か
ら
五
年
を
超
え
な
い
期
間
を
定
め
て
、
遺
産
の
分
割
を
禁
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
遺
産
の
分
割
の
効
力
） 
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第
九
百
九
条 

遺
産
の
分
割
は
、
相
続
開
始
の
時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。
た
だ
し
、
第
三

者
の
権
利
を
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

（
相
続
の
開
始
後
に
認
知
さ
れ
た
者
の
価
額
の
支
払
請
求
権
） 

第
九
百
十
条 
相
続
の
開
始
後
認
知
に
よ
っ
て
相
続
人
と
な
っ
た
者
が
遺
産
の
分
割
を
請
求
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
い
て
、
他
の
共
同
相
続
人
が
既
に
そ
の
分
割
そ
の
他
の
処
分
を
し
た
と
き
は
、
価
額
の
み
に

よ
る
支
払
の
請
求
権
を
有
す
る
。 

（
共
同
相
続
人
間
の
担
保
責
任
） 

第
九
百
十
一
条 

各
共
同
相
続
人
は
、
他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
、
売
主
と
同
じ
く
、
そ
の
相
続
分
に
応

じ
て
担
保
の
責
任
を
負
う
。 

（
遺
産
の
分
割
に
よ
っ
て
受
け
た
債
権
に
つ
い
て
の
担
保
責
任
） 

第
九
百
十
二
条 

各
共
同
相
続
人
は
、
そ
の
相
続
分
に
応
じ
、
他
の
共
同
相
続
人
が
遺
産
の
分
割
に
よ
っ
て

受
け
た
債
権
に
つ
い
て
、
そ
の
分
割
の
時
に
お
け
る
債
務
者
の
資
力
を
担
保
す
る
。 

２ 

弁
済
期
に
至
ら
な
い
債
権
及
び
停
止
条
件
付
き
の
債
権
に
つ
い
て
は
、
各
共
同
相
続
人
は
、
弁
済
を
す

べ
き
時
に
お
け
る
債
務
者
の
資
力
を
担
保
す
る
。 

（
資
力
の
な
い
共
同
相
続
人
が
あ
る
場
合
の
担
保
責
任
の
分
担
） 

第
九
百
十
三
条 

担
保
の
責
任
を
負
う
共
同
相
続
人
中
に
償
還
を
す
る
資
力
の
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
部
分
は
、
求
償
者
及
び
他
の
資
力
の
あ
る
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
相
続
分

に
応
じ
て
分
担
す
る
。
た
だ
し
、
求
償
者
に
過
失
が
あ
る
と
き
は
、
他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
分
担
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
遺
言
に
よ
る
担
保
責
任
の
定
め
） 

第
九
百
十
四
条 

前
三
条
の
規
定
は
、
被
相
続
人
が
遺
言
で
別
段
の
意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
、
適
用
し
な

い
。 

第
四
章 

相
続
の
承
認
及
び
放
棄 

第
一
節 

総
則 

（
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
す
べ
き
期
間
） 

第
九
百
十
五
条 

相
続
人
は
、
自
己
の
た
め
に
相
続
の
開
始
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
時
か
ら
三
箇
月
以
内

に
、
相
続
に
つ
い
て
、
単
純
若
し
く
は
限
定
の
承
認
又
は
放
棄
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ

の
期
間
は
、
利
害
関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
っ
て
、
家
庭
裁
判
所
に
お
い
て
伸
長
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

２ 

相
続
人
は
、
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
す
る
前
に
、
相
続
財
産
の
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
九
百
十
六
条 

相
続
人
が
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
し
な
い
で
死
亡
し
た
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
期
間

は
、
そ
の
者
の
相
続
人
が
自
己
の
た
め
に
相
続
の
開
始
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
時
か
ら
起
算
す
る
。 

第
九
百
十
七
条 

相
続
人
が
未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
で
あ
る
と
き
は
、
第
九
百
十
五
条
第
一
項
の
期

間
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
が
未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
の
た
め
に
相
続
の
開
始
が
あ
っ
た
こ
と
を
知

っ
た
時
か
ら
起
算
す
る
。 

（
相
続
財
産
の
管
理
） 

第
九
百
十
八
条 

相
続
人
は
、
そ
の
固
有
財
産
に
お
け
る
の
と
同
一
の
注
意
を
も
っ
て
、
相
続
財
産
を
管
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

家
庭
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
っ
て
、
い
つ
で
も
、
相
続
財
産
の
保
存
に
必

要
な
処
分
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
家
庭
裁
判
所
が
相
続
財
産
の
管

理
人
を
選
任
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
相
続
の
承
認
及
び
放
棄
の
撤
回
及
び
取
消
し
） 

第
九
百
十
九
条 

相
続
の
承
認
及
び
放
棄
は
、
第
九
百
十
五
条
第
一
項
の
期
間
内
で
も
、
撤
回
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
第
一
編
（
総
則
）
及
び
前
編
（
親
族
）
の
規
定
に
よ
り
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
の
取

消
し
を
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

３ 

前
項
の
取
消
権
は
、
追
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
六
箇
月
間
行
使
し
な
い
と
き
は
、
時
効
に
よ

っ
て
消
滅
す
る
。
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
の
時
か
ら
十
年
を
経
過
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

４ 

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
限
定
承
認
又
は
相
続
の
放
棄
の
取
消
し
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
旨
を
家

庭
裁
判
所
に
申
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
節 

相
続
の
承
認 

第
一
款 

単
純
承
認 

（
単
純
承
認
の
効
力
） 

第
九
百
二
十
条 

相
続
人
は
、
単
純
承
認
を
し
た
と
き
は
、
無
限
に
被
相
続
人
の
権
利
義
務
を
承
継
す
る
。 

（
法
定
単
純
承
認
） 

第
九
百
二
十
一
条 

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
相
続
人
は
、
単
純
承
認
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

一 

相
続
人
が
相
続
財
産
の
全
部
又
は
一
部
を
処
分
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
保
存
行
為
及
び
第
六
百
二
条

に
定
め
る
期
間
を
超
え
な
い
賃
貸
を
す
る
こ
と
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

二 
相
続
人
が
第
九
百
十
五
条
第
一
項
の
期
間
内
に
限
定
承
認
又
は
相
続
の
放
棄
を
し
な
か
っ
た
と
き
。 

三 

相
続
人
が
、
限
定
承
認
又
は
相
続
の
放
棄
を
し
た
後
で
あ
っ
て
も
、
相
続
財
産
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
隠
匿
し
、
私
に
こ
れ
を
消
費
し
、
又
は
悪
意
で
こ
れ
を
相
続
財
産
の
目
録
中
に
記
載
し
な
か
っ

た
と
き
。
た
だ
し
、
そ
の
相
続
人
が
相
続
の
放
棄
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
相
続
人
と
な
っ
た
者
が
相

続
の
承
認
を
し
た
後
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 
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第
二
款 

限
定
承
認 

（
限
定
承
認
） 

第
九
百
二
十
二
条 

相
続
人
は
、
相
続
に
よ
っ
て
得
た
財
産
の
限
度
に
お
い
て
の
み
被
相
続
人
の
債
務
及
び

遺
贈
を
弁
済
す
べ
き
こ
と
を
留
保
し
て
、
相
続
の
承
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
共
同
相
続
人
の
限
定
承
認
） 

第
九
百
二
十
三
条 

相
続
人
が
数
人
あ
る
と
き
は
、
限
定
承
認
は
、
共
同
相
続
人
の
全
員
が
共
同
し
て
の
み

こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
限
定
承
認
の
方
式
） 

第
九
百
二
十
四
条 

相
続
人
は
、
限
定
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
九
百
十
五
条
第
一
項
の
期
間
内

に
、
相
続
財
産
の
目
録
を
作
成
し
て
家
庭
裁
判
所
に
提
出
し
、
限
定
承
認
を
す
る
旨
を
申
述
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
限
定
承
認
を
し
た
と
き
の
権
利
義
務
） 

第
九
百
二
十
五
条 

相
続
人
が
限
定
承
認
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
被
相
続
人
に
対
し
て
有
し
た
権
利
義
務
は
、

消
滅
し
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。 

（
限
定
承
認
者
に
よ
る
管
理
） 

第
九
百
二
十
六
条 

限
定
承
認
者
は
、
そ
の
固
有
財
産
に
お
け
る
の
と
同
一
の
注
意
を
も
っ
て
、
相
続
財
産

の
管
理
を
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

第
六
百
四
十
五
条
、
第
六
百
四
十
六
条
、
第
六
百
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
九
百
十
八
条

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
相
続
債
権
者
及
び
受
遺
者
に
対
す
る
公
告
及
び
催
告
） 

第
九
百
二
十
七
条 

限
定
承
認
者
は
、
限
定
承
認
を
し
た
後
五
日
以
内
に
、
す
べ
て
の
相
続
債
権
者
（
相
続

財
産
に
属
す
る
債
務
の
債
権
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
受
遺
者
に
対
し
、
限
定
承
認
を
し
た
こ
と

及
び
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
請
求
の
申
出
を
す
べ
き
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
期
間
は
、
二
箇
月
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
は
、
相
続
債
権
者
及
び
受
遺
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は

弁
済
か
ら
除
斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
限
定
承
認
者
は
、
知
れ
て
い

る
相
続
債
権
者
及
び
受
遺
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

限
定
承
認
者
は
、
知
れ
て
い
る
相
続
債
権
者
及
び
受
遺
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。 

（
公
告
期
間
満
了
前
の
弁
済
の
拒
絶
） 

第
九
百
二
十
八
条 

限
定
承
認
者
は
、
前
条
第
一
項
の
期
間
の
満
了
前
に
は
、
相
続
債
権
者
及
び
受
遺
者
に

対
し
て
弁
済
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。 

（
公
告
期
間
満
了
後
の
弁
済
） 

第
九
百
二
十
九
条 

第
九
百
二
十
七
条
第
一
項
の
期
間
が
満
了
し
た
後
は
、
限
定
承
認
者
は
、
相
続
財
産
を

も
っ
て
、
そ
の
期
間
内
に
同
項
の
申
出
を
し
た
相
続
債
権
者
そ
の
他
知
れ
て
い
る
相
続
債
権
者
に
、
そ
れ

ぞ
れ
そ
の
債
権
額
の
割
合
に
応
じ
て
弁
済
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
優
先
権
を
有
す
る
債
権

者
の
権
利
を
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

（
期
限
前
の
債
務
等
の
弁
済
） 

第
九
百
三
十
条 

限
定
承
認
者
は
、
弁
済
期
に
至
ら
な
い
債
権
で
あ
っ
て
も
、
前
条
の
規
定
に
従
っ
て
弁
済

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

条
件
付
き
の
債
権
又
は
存
続
期
間
の
不
確
定
な
債
権
は
、
家
庭
裁
判
所
が
選
任
し
た
鑑
定
人
の
評
価
に

従
っ
て
弁
済
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
受
遺
者
に
対
す
る
弁
済
） 

第
九
百
三
十
一
条 

限
定
承
認
者
は
、
前
二
条
の
規
定
に
従
っ
て
各
相
続
債
権
者
に
弁
済
を
し
た
後
で
な
け

れ
ば
、
受
遺
者
に
弁
済
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
弁
済
の
た
め
の
相
続
財
産
の
換
価
） 

第
九
百
三
十
二
条 

前
三
条
の
規
定
に
従
っ
て
弁
済
を
す
る
に
つ
き
相
続
財
産
を
売
却
す
る
必
要
が
あ
る

と
き
は
、
限
定
承
認
者
は
、
こ
れ
を
競
売
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
家
庭
裁
判
所
が
選
任

し
た
鑑
定
人
の
評
価
に
従
い
相
続
財
産
の
全
部
又
は
一
部
の
価
額
を
弁
済
し
て
、
そ
の
競
売
を
止
め
る
こ

と
が
で
き
る
。 

（
相
続
債
権
者
及
び
受
遺
者
の
換
価
手
続
へ
の
参
加
） 

第
九
百
三
十
三
条 

相
続
債
権
者
及
び
受
遺
者
は
、
自
己
の
費
用
で
、
相
続
財
産
の
競
売
又
は
鑑
定
に
参
加

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
百
六
十
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
不
当
な
弁
済
を
し
た
限
定
承
認
者
の
責
任
等
） 

第
九
百
三
十
四
条 

限
定
承
認
者
は
、
第
九
百
二
十
七
条
の
公
告
若
し
く
は
催
告
を
す
る
こ
と
を
怠
り
、
又

は
同
条
第
一
項
の
期
間
内
に
相
続
債
権
者
若
し
く
は
受
遺
者
に
弁
済
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
相
続

債
権
者
若
し
く
は
受
遺
者
に
弁
済
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損

害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
。
第
九
百
二
十
九
条
か
ら
第
九
百
三
十
一
条
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
て
弁
済

を
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
情
を
知
っ
て
不
当
に
弁
済
を
受
け
た
相
続
債
権
者
又
は
受
遺
者
に
対
す
る
他
の
相
続

債
権
者
又
は
受
遺
者
の
求
償
を
妨
げ
な
い
。 

３ 

第
七
百
二
十
四
条
の
規
定
は
、
前
二
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
公
告
期
間
内
に
申
出
を
し
な
か
っ
た
相
続
債
権
者
及
び
受
遺
者
） 
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第
九
百
三
十
五
条 

第
九
百
二
十
七
条
第
一
項
の
期
間
内
に
同
項
の
申
出
を
し
な
か
っ
た
相
続
債
権
者
及

び
受
遺
者
で
限
定
承
認
者
に
知
れ
な
か
っ
た
も
の
は
、
残
余
財
産
に
つ
い
て
の
み
そ
の
権
利
を
行
使
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
相
続
財
産
に
つ
い
て
特
別
担
保
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
相
続
人
が
数
人
あ
る
場
合
の
相
続
財
産
の
管
理
人
） 

第
九
百
三
十
六
条 
相
続
人
が
数
人
あ
る
場
合
に
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
相
続
人
の
中
か
ら
、
相
続
財
産
の

管
理
人
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
相
続
財
産
の
管
理
人
は
、
相
続
人
の
た
め
に
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
、
相
続
財
産
の
管
理
及
び
債

務
の
弁
済
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る
。 

３ 

第
九
百
二
十
六
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
相
続
財
産
の
管
理
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
百
二
十
七
条
第
一
項
中
「
限
定
承
認
を
し
た
後
五
日
以
内
」
と
あ
る
の
は
、

「
そ
の
相
続
財
産
の
管
理
人
の
選
任
が
あ
っ
た
後
十
日
以
内
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
法
定
単
純
承
認
の
事
由
が
あ
る
場
合
の
相
続
債
権
者
） 

第
九
百
三
十
七
条 

限
定
承
認
を
し
た
共
同
相
続
人
の
一
人
又
は
数
人
に
つ
い
て
第
九
百
二
十
一
条
第
一

号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
相
続
債
権
者
は
、
相
続
財
産
を
も
っ
て
弁
済
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
債
権
額
に
つ
い
て
、
当
該
共
同
相
続
人
に
対
し
、
そ
の
相
続
分
に
応
じ
て
権
利
を

行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
三
節 

相
続
の
放
棄 

（
相
続
の
放
棄
の
方
式
） 

第
九
百
三
十
八
条 

相
続
の
放
棄
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
旨
を
家
庭
裁
判
所
に
申
述
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

（
相
続
の
放
棄
の
効
力
） 

第
九
百
三
十
九
条 

相
続
の
放
棄
を
し
た
者
は
、
そ
の
相
続
に
関
し
て
は
、
初
め
か
ら
相
続
人
と
な
ら
な
か

っ
た
も
の
と
み
な
す
。 

（
相
続
の
放
棄
を
し
た
者
に
よ
る
管
理
） 

第
九
百
四
十
条 

相
続
の
放
棄
を
し
た
者
は
、
そ
の
放
棄
に
よ
っ
て
相
続
人
と
な
っ
た
者
が
相
続
財
産
の
管

理
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
、
自
己
の
財
産
に
お
け
る
の
と
同
一
の
注
意
を
も
っ
て
、
そ
の
財
産
の

管
理
を
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

第
六
百
四
十
五
条
、
第
六
百
四
十
六
条
、
第
六
百
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
九
百
十
八
条

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

第
五
章 

財
産
分
離 

（
相
続
債
権
者
又
は
受
遺
者
の
請
求
に
よ
る
財
産
分
離
） 

第
九
百
四
十
一
条 

相
続
債
権
者
又
は
受
遺
者
は
、
相
続
開
始
の
時
か
ら
三
箇
月
以
内
に
、
相
続
人
の
財
産

の
中
か
ら
相
続
財
産
を
分
離
す
る
こ
と
を
家
庭
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
相
続
財
産
が
相
続

人
の
固
有
財
産
と
混
合
し
な
い
間
は
、
そ
の
期
間
の
満
了
後
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 

家
庭
裁
判
所
が
前
項
の
請
求
に
よ
っ
て
財
産
分
離
を
命
じ
た
と
き
は
、
そ
の
請
求
を
し
た
者
は
、
五
日

以
内
に
、
他
の
相
続
債
権
者
及
び
受
遺
者
に
対
し
、
財
産
分
離
の
命
令
が
あ
っ
た
こ
と
及
び
一
定
の
期
間

内
に
配
当
加
入
の
申
出
を
す
べ
き
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間

は
、
二
箇
月
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。 

（
財
産
分
離
の
効
力
） 

第
九
百
四
十
二
条 

財
産
分
離
の
請
求
を
し
た
者
及
び
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
配
当
加
入
の
申
出
を

し
た
者
は
、
相
続
財
産
に
つ
い
て
、
相
続
人
の
債
権
者
に
先
立
っ
て
弁
済
を
受
け
る
。 

（
財
産
分
離
の
請
求
後
の
相
続
財
産
の
管
理
） 

第
九
百
四
十
三
条 

財
産
分
離
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
相
続
財
産
の
管
理
に
つ
い
て

必
要
な
処
分
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
家
庭
裁
判
所
が
相
続
財
産
の
管

理
人
を
選
任
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
財
産
分
離
の
請
求
後
の
相
続
人
に
よ
る
管
理
） 

第
九
百
四
十
四
条 

相
続
人
は
、
単
純
承
認
を
し
た
後
で
も
、
財
産
分
離
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
以
後
、

そ
の
固
有
財
産
に
お
け
る
の
と
同
一
の
注
意
を
も
っ
て
、
相
続
財
産
の
管
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
家
庭
裁
判
所
が
相
続
財
産
の
管
理
人
を
選
任
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

第
六
百
四
十
五
条
か
ら
第
六
百
四
十
七
条
ま
で
並
び
に
第
六
百
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
不
動
産
に
つ
い
て
の
財
産
分
離
の
対
抗
要
件
） 

第
九
百
四
十
五
条 

財
産
分
離
は
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
そ
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
、
第
三
者
に
対
抗
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
物
上
代
位
の
規
定
の
準
用
） 

第
九
百
四
十
六
条 

第
三
百
四
条
の
規
定
は
、
財
産
分
離
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
相
続
債
権
者
及
び
受
遺
者
に
対
す
る
弁
済
） 

第
九
百
四
十
七
条 

相
続
人
は
、
第
九
百
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
期
間
の
満
了
前
に
は
、
相
続
債

権
者
及
び
受
遺
者
に
対
し
て
弁
済
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

財
産
分
離
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
相
続
人
は
、
第
九
百
四
十
一
条
第
二
項
の
期
間
の
満
了
後
に
、

相
続
財
産
を
も
っ
て
、
財
産
分
離
の
請
求
又
は
配
当
加
入
の
申
出
を
し
た
相
続
債
権
者
及
び
受
遺
者
に
、

そ
れ
ぞ
れ
そ
の
債
権
額
の
割
合
に
応
じ
て
弁
済
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
優
先
権
を
有
す
る
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債
権
者
の
権
利
を
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

３ 
第
九
百
三
十
条
か
ら
第
九
百
三
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
相
続
人
の
固
有
財
産
か
ら
の
弁
済
） 

第
九
百
四
十
八
条 

財
産
分
離
の
請
求
を
し
た
者
及
び
配
当
加
入
の
申
出
を
し
た
者
は
、
相
続
財
産
を
も
っ

て
全
部
の
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
限
り
、
相
続
人
の
固
有
財
産
に
つ
い
て
そ
の
権

利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
相
続
人
の
債
権
者
は
、
そ
の
者
に
先
立
っ
て

弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
財
産
分
離
の
請
求
の
防
止
等
） 

第
九
百
四
十
九
条 

相
続
人
は
、
そ
の
固
有
財
産
を
も
っ
て
相
続
債
権
者
若
し
く
は
受
遺
者
に
弁
済
を
し
、

又
は
こ
れ
に
相
当
の
担
保
を
供
し
て
、
財
産
分
離
の
請
求
を
防
止
し
、
又
は
そ
の
効
力
を
消
滅
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。た
だ
し
、相
続
人
の
債
権
者
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
損
害
を
受
け
る
べ
き
こ
と
を
証
明
し
て
、

異
議
を
述
べ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
相
続
人
の
債
権
者
の
請
求
に
よ
る
財
産
分
離
） 

第
九
百
五
十
条 

相
続
人
が
限
定
承
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
間
又
は
相
続
財
産
が
相
続
人
の
固
有
財
産

と
混
合
し
な
い
間
は
、
相
続
人
の
債
権
者
は
、
家
庭
裁
判
所
に
対
し
て
財
産
分
離
の
請
求
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

２ 

第
三
百
四
条
、
第
九
百
二
十
五
条
、
第
九
百
二
十
七
条
か
ら
第
九
百
三
十
四
条
ま
で
、
第
九
百
四
十
三

条
か
ら
第
九
百
四
十
五
条
ま
で
及
び
第
九
百
四
十
八
条
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

た
だ
し
、
第
九
百
二
十
七
条
の
公
告
及
び
催
告
は
、
財
産
分
離
の
請
求
を
し
た
債
権
者
が
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

第
六
章 

相
続
人
の
不
存
在 

（
相
続
財
産
法
人
の
成
立
） 

第
九
百
五
十
一
条 

相
続
人
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
相
続
財
産
は
、
法
人
と
す
る
。 

（
相
続
財
産
の
管
理
人
の
選
任
） 

第
九
百
五
十
二
条 

前
条
の
場
合
に
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
っ
て
、

相
続
財
産
の
管
理
人
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
相
続
財
産
の
管
理
人
を
選
任
し
た
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
遅
滞
な
く
こ
れ
を

公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
不
在
者
の
財
産
の
管
理
人
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 

第
九
百
五
十
三
条 

第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
前
条
第
一
項
の
相
続
財
産
の
管
理
人

（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
単
に
「
相
続
財
産
の
管
理
人
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
相
続
財
産
の
管
理
人
の
報
告
） 

第
九
百
五
十
四
条 

相
続
財
産
の
管
理
人
は
、
相
続
債
権
者
又
は
受
遺
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
請

求
を
し
た
者
に
相
続
財
産
の
状
況
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
相
続
財
産
法
人
の
不
成
立
） 

第
九
百
五
十
五
条 

相
続
人
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
第
九
百
五
十
一
条
の
法
人
は
、
成

立
し
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
相
続
財
産
の
管
理
人
が
そ
の
権
限
内
で
し
た
行
為
の
効
力
を

妨
げ
な
い
。 

（
相
続
財
産
の
管
理
人
の
代
理
権
の
消
滅
） 

第
九
百
五
十
六
条 

相
続
財
産
の
管
理
人
の
代
理
権
は
、
相
続
人
が
相
続
の
承
認
を
し
た
時
に
消
滅
す
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
は
、
相
続
財
産
の
管
理
人
は
、
遅
滞
な
く
相
続
人
に
対
し
て
管
理
の
計
算
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
相
続
債
権
者
及
び
受
遺
者
に
対
す
る
弁
済
） 

第
九
百
五
十
七
条 

第
九
百
五
十
二
条
第
二
項
の
公
告
が
あ
っ
た
後
二
箇
月
以
内
に
相
続
人
の
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
相
続
財
産
の
管
理
人
は
、
遅
滞
な
く
、
す
べ
て
の
相
続
債
権
者
及

び
受
遺
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
請
求
の
申
出
を
す
べ
き
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
は
、
二
箇
月
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

第
九
百
二
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
九
百
二
十
八
条
か
ら
第
九
百
三
十
五
条
ま
で
（
第

九
百
三
十
二
条
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
相
続
人
の
捜
索
の
公
告
） 

第
九
百
五
十
八
条 

前
条
第
一
項
の
期
間
の
満
了
後
、
な
お
相
続
人
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、

家
庭
裁
判
所
は
、
相
続
財
産
の
管
理
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
っ
て
、
相
続
人
が
あ
る
な
ら
ば
一
定
の

期
間
内
に
そ
の
権
利
を
主
張
す
べ
き
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期

間
は
、
六
箇
月
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
権
利
を
主
張
す
る
者
が
な
い
場
合
） 

第
九
百
五
十
八
条
の
二 

前
条
の
期
間
内
に
相
続
人
と
し
て
の
権
利
を
主
張
す
る
者
が
な
い
と
き
は
、
相
続

人
並
び
に
相
続
財
産
の
管
理
人
に
知
れ
な
か
っ
た
相
続
債
権
者
及
び
受
遺
者
は
、
そ
の
権
利
を
行
使
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
特
別
縁
故
者
に
対
す
る
相
続
財
産
の
分
与
） 

第
九
百
五
十
八
条
の
三 

前
条
の
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
被
相
続
人

と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
者
、
被
相
続
人
の
療
養
看
護
に
努
め
た
者
そ
の
他
被
相
続
人
と
特
別
の
縁
故

が
あ
っ
た
者
の
請
求
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
者
に
、
清
算
後
残
存
す
べ
き
相
続
財
産
の
全
部
又
は
一
部
を

与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
請
求
は
、
第
九
百
五
十
八
条
の
期
間
の
満
了
後
三
箇
月
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
残
余
財
産
の
国
庫
へ
の
帰
属
） 

第
九
百
五
十
九
条 

前
条
の
規
定
に
よ
り
処
分
さ
れ
な
か
っ
た
相
続
財
産
は
、
国
庫
に
帰
属
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
第
九
百
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

第
七
章 

遺
言 

第
一
節 
総
則 

（
遺
言
の
方
式
） 

第
九
百
六
十
条 

遺
言
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
方
式
に
従
わ
な
け
れ
ば
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
遺
言
能
力
） 

第
九
百
六
十
一
条 

十
五
歳
に
達
し
た
者
は
、
遺
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
九
百
六
十
二
条 

第
五
条
、
第
九
条
、
第
十
三
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定
は
、
遺
言
に
つ
い
て
は
、
適
用

し
な
い
。 

第
九
百
六
十
三
条 

遺
言
者
は
、
遺
言
を
す
る
時
に
お
い
て
そ
の
能
力
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
包
括
遺
贈
及
び
特
定
遺
贈
） 

第
九
百
六
十
四
条 

遺
言
者
は
、
包
括
又
は
特
定
の
名
義
で
、
そ
の
財
産
の
全
部
又
は
一
部
を
処
分
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
遺
留
分
に
関
す
る
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
相
続
人
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 

第
九
百
六
十
五
条 

第
八
百
八
十
六
条
及
び
第
八
百
九
十
一
条
の
規
定
は
、
受
遺
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
被
後
見
人
の
遺
言
の
制
限
） 

第
九
百
六
十
六
条 

被
後
見
人
が
、
後
見
の
計
算
の
終
了
前
に
、
後
見
人
又
は
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
直
系

卑
属
の
利
益
と
な
る
べ
き
遺
言
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
遺
言
は
、
無
効
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
直
系
血
族
、
配
偶
者
又
は
兄
弟
姉
妹
が
後
見
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

第
二
節 

遺
言
の
方
式 

第
一
款 

普
通
の
方
式 

（
普
通
の
方
式
に
よ
る
遺
言
の
種
類
） 

第
九
百
六
十
七
条 

遺
言
は
、
自
筆
証
書
、
公
正
証
書
又
は
秘
密
証
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
特
別
の
方
式
に
よ
る
こ
と
を
許
す
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
自
筆
証
書
遺
言
） 

第
九
百
六
十
八
条 

自
筆
証
書
に
よ
っ
て
遺
言
を
す
る
に
は
、
遺
言
者
が
、
そ
の
全
文
、
日
付
及
び
氏
名
を

自
書
し
、
こ
れ
に
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

自
筆
証
書
中
の
加
除
そ
の
他
の
変
更
は
、
遺
言
者
が
、
そ
の
場
所
を
指
示
し
、
こ
れ
を
変
更
し
た
旨
を

付
記
し
て
特
に
こ
れ
に
署
名
し
、
か
つ
、
そ
の
変
更
の
場
所
に
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ

な
い
。 

（
公
正
証
書
遺
言
） 

第
九
百
六
十
九
条 

公
正
証
書
に
よ
っ
て
遺
言
を
す
る
に
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

一 

証
人
二
人
以
上
の
立
会
い
が
あ
る
こ
と
。 

二 

遺
言
者
が
遺
言
の
趣
旨
を
公
証
人
に
口
授
す
る
こ
と
。 

三 

公
証
人
が
、
遺
言
者
の
口
述
を
筆
記
し
、
こ
れ
を
遺
言
者
及
び
証
人
に
読
み
聞
か
せ
、
又
は
閲
覧
さ

せ
る
こ
と
。 

四 

遺
言
者
及
び
証
人
が
、
筆
記
の
正
確
な
こ
と
を
承
認
し
た
後
、
各
自
こ
れ
に
署
名
し
、
印
を
押
す
こ

と
。
た
だ
し
、
遺
言
者
が
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
公
証
人
が
そ
の
事
由
を
付
記
し
て
、

署
名
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

五 

公
証
人
が
、
そ
の
証
書
は
前
各
号
に
掲
げ
る
方
式
に
従
っ
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
旨
を
付
記
し
て
、

こ
れ
に
署
名
し
、
印
を
押
す
こ
と
。 

（
公
正
証
書
遺
言
の
方
式
の
特
則
） 

第
九
百
六
十
九
条
の
二 

口
が
き
け
な
い
者
が
公
正
証
書
に
よ
っ
て
遺
言
を
す
る
場
合
に
は
、
遺
言
者
は
、

公
証
人
及
び
証
人
の
前
で
、
遺
言
の
趣
旨
を
通
訳
人
の
通
訳
に
よ
り
申
述
し
、
又
は
自
書
し
て
、
前
条
第

二
号
の
口
授
に
代
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
同
条
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
号
中
「
口
述
」
と
あ
る
の
は
、
「
通
訳
人
の
通
訳
に
よ
る
申
述
又
は
自
書
」
と
す
る
。 

２ 

前
条
の
遺
言
者
又
は
証
人
が
耳
が
聞
こ
え
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
公
証
人
は
、
同
条
第
三
号
に
規

定
す
る
筆
記
し
た
内
容
を
通
訳
人
の
通
訳
に
よ
り
遺
言
者
又
は
証
人
に
伝
え
て
、
同
号
の
読
み
聞
か
せ
に

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

公
証
人
は
、
前
二
項
に
定
め
る
方
式
に
従
っ
て
公
正
証
書
を
作
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
そ
の
証
書
に

付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
秘
密
証
書
遺
言
） 

第
九
百
七
十
条 

秘
密
証
書
に
よ
っ
て
遺
言
を
す
る
に
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

遺
言
者
が
、
そ
の
証
書
に
署
名
し
、
印
を
押
す
こ
と
。 

二 

遺
言
者
が
、
そ
の
証
書
を
封
じ
、
証
書
に
用
い
た
印
章
を
も
っ
て
こ
れ
に
封
印
す
る
こ
と
。 

三 
遺
言
者
が
、
公
証
人
一
人
及
び
証
人
二
人
以
上
の
前
に
封
書
を
提
出
し
て
、
自
己
の
遺
言
書
で
あ
る

旨
並
び
に
そ
の
筆
者
の
氏
名
及
び
住
所
を
申
述
す
る
こ
と
。 

四 

公
証
人
が
、
そ
の
証
書
を
提
出
し
た
日
付
及
び
遺
言
者
の
申
述
を
封
紙
に
記
載
し
た
後
、
遺
言
者
及

び
証
人
と
と
も
に
こ
れ
に
署
名
し
、
印
を
押
す
こ
と
。 

２ 

第
九
百
六
十
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
秘
密
証
書
に
よ
る
遺
言
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
方
式
に
欠
け
る
秘
密
証
書
遺
言
の
効
力
） 
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第
九
百
七
十
一
条 

秘
密
証
書
に
よ
る
遺
言
は
、
前
条
に
定
め
る
方
式
に
欠
け
る
も
の
が
あ
っ
て
も
、
第
九

百
六
十
八
条
に
定
め
る
方
式
を
具
備
し
て
い
る
と
き
は
、
自
筆
証
書
に
よ
る
遺
言
と
し
て
そ
の
効
力
を
有

す
る
。 

（
秘
密
証
書
遺
言
の
方
式
の
特
則
） 

第
九
百
七
十
二
条 
口
が
き
け
な
い
者
が
秘
密
証
書
に
よ
っ
て
遺
言
を
す
る
場
合
に
は
、
遺
言
者
は
、
公
証

人
及
び
証
人
の
前
で
、
そ
の
証
書
は
自
己
の
遺
言
書
で
あ
る
旨
並
び
に
そ
の
筆
者
の
氏
名
及
び
住
所
を
通

訳
人
の
通
訳
に
よ
り
申
述
し
、
又
は
封
紙
に
自
書
し
て
、
第
九
百
七
十
条
第
一
項
第
三
号
の
申
述
に
代
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
遺
言
者
が
通
訳
人
の
通
訳
に
よ
り
申
述
し
た
と
き
は
、
公
証
人
は
、
そ
の
旨

を
封
紙
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
遺
言
者
が
封
紙
に
自
書
し
た
と
き
は
、
公
証
人
は
、
そ
の
旨
を
封
紙
に
記

載
し
て
、
第
九
百
七
十
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
申
述
の
記
載
に
代
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
成
年
被
後
見
人
の
遺
言
） 

第
九
百
七
十
三
条 

成
年
被
後
見
人
が
事
理
を
弁
識
す
る
能
力
を
一
時
回
復
し
た
時
に
お
い
て
遺
言
を
す

る
に
は
、
医
師
二
人
以
上
の
立
会
い
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

遺
言
に
立
ち
会
っ
た
医
師
は
、
遺
言
者
が
遺
言
を
す
る
時
に
お
い
て
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
事
理
を
弁

識
す
る
能
力
を
欠
く
状
態
に
な
か
っ
た
旨
を
遺
言
書
に
付
記
し
て
、
こ
れ
に
署
名
し
、
印
を
押
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
秘
密
証
書
に
よ
る
遺
言
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
封
紙
に
そ
の
旨
の
記
載
を
し
、
署

名
し
、
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
証
人
及
び
立
会
人
の
欠
格
事
由
） 

第
九
百
七
十
四
条 

次
に
掲
げ
る
者
は
、
遺
言
の
証
人
又
は
立
会
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

一 

未
成
年
者 

二 

推
定
相
続
人
及
び
受
遺
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
配
偶
者
及
び
直
系
血
族 

三 

公
証
人
の
配
偶
者
、
四
親
等
内
の
親
族
、
書
記
及
び
使
用
人 

（
共
同
遺
言
の
禁
止
） 

第
九
百
七
十
五
条 

遺
言
は
、
二
人
以
上
の
者
が
同
一
の
証
書
で
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

第
二
款 

特
別
の
方
式 

（
死
亡
の
危
急
に
迫
っ
た
者
の
遺
言
） 

第
九
百
七
十
六
条 

疾
病
そ
の
他
の
事
由
に
よ
っ
て
死
亡
の
危
急
に
迫
っ
た
者
が
遺
言
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
証
人
三
人
以
上
の
立
会
い
を
も
っ
て
、
そ
の
一
人
に
遺
言
の
趣
旨
を
口
授
し
て
、
こ
れ
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
口
授
を
受
け
た
者
が
、
こ
れ
を
筆
記
し
て
、
遺
言
者
及

び
他
の
証
人
に
読
み
聞
か
せ
、
又
は
閲
覧
さ
せ
、
各
証
人
が
そ
の
筆
記
の
正
確
な
こ
と
を
承
認
し
た
後
、

こ
れ
に
署
名
し
、
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

口
が
き
け
な
い
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
遺
言
を
す
る
場
合
に
は
、
遺
言
者
は
、
証
人
の
前
で
、
遺
言

の
趣
旨
を
通
訳
人
の
通
訳
に
よ
り
申
述
し
て
、
同
項
の
口
授
に
代
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
後
段
の
遺
言
者
又
は
他
の
証
人
が
耳
が
聞
こ
え
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
遺
言
の
趣
旨
の
口

授
又
は
申
述
を
受
け
た
者
は
、
同
項
後
段
に
規
定
す
る
筆
記
し
た
内
容
を
通
訳
人
の
通
訳
に
よ
り
そ
の
遺

言
者
又
は
他
の
証
人
に
伝
え
て
、
同
項
後
段
の
読
み
聞
か
せ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

前
三
項
の
規
定
に
よ
り
し
た
遺
言
は
、
遺
言
の
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
、
証
人
の
一
人
又
は
利
害
関
係

人
か
ら
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
て
そ
の
確
認
を
得
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。 

５ 

家
庭
裁
判
所
は
、
前
項
の
遺
言
が
遺
言
者
の
真
意
に
出
た
も
の
で
あ
る
と
の
心
証
を
得
な
け
れ
ば
、
こ

れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
伝
染
病
隔
離
者
の
遺
言
） 

第
九
百
七
十
七
条 

伝
染
病
の
た
め
行
政
処
分
に
よ
っ
て
交
通
を
断
た
れ
た
場
所
に
在
る
者
は
、
警
察
官
一

人
及
び
証
人
一
人
以
上
の
立
会
い
を
も
っ
て
遺
言
書
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
在
船
者
の
遺
言
） 

第
九
百
七
十
八
条 

船
舶
中
に
在
る
者
は
、
船
長
又
は
事
務
員
一
人
及
び
証
人
二
人
以
上
の
立
会
い
を
も
っ

て
遺
言
書
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
船
舶
遭
難
者
の
遺
言
） 

第
九
百
七
十
九
条 

船
舶
が
遭
難
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
船
舶
中
に
在
っ
て
死
亡
の
危
急
に
迫
っ
た
者

は
、
証
人
二
人
以
上
の
立
会
い
を
も
っ
て
口
頭
で
遺
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

口
が
き
け
な
い
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
遺
言
を
す
る
場
合
に
は
、
遺
言
者
は
、
通
訳
人
の
通
訳
に
よ

り
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
従
っ
て
し
た
遺
言
は
、
証
人
が
、
そ
の
趣
旨
を
筆
記
し
て
、
こ
れ
に
署
名
し
、
印
を

押
し
、
か
つ
、
証
人
の
一
人
又
は
利
害
関
係
人
か
ら
遅
滞
な
く
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
て
そ
の
確
認
を
得

な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。 

４ 

第
九
百
七
十
六
条
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
遺
言
関
係
者
の
署
名
及
び
押
印
） 

第
九
百
八
十
条 

第
九
百
七
十
七
条
及
び
第
九
百
七
十
八
条
の
場
合
に
は
、
遺
言
者
、
筆
者
、
立
会
人
及
び

証
人
は
、
各
自
遺
言
書
に
署
名
し
、
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
署
名
又
は
押
印
が
不
能
の
場
合
） 

第
九
百
八
十
一
条 
第
九
百
七
十
七
条
か
ら
第
九
百
七
十
九
条
ま
で
の
場
合
に
お
い
て
、
署
名
又
は
印
を
押

す
こ
と
の
で
き
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
立
会
人
又
は
証
人
は
、
そ
の
事
由
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 
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（
普
通
の
方
式
に
よ
る
遺
言
の
規
定
の
準
用
） 

第
九
百
八
十
二
条 

第
九
百
六
十
八
条
第
二
項
及
び
第
九
百
七
十
三
条
か
ら
第
九
百
七
十
五
条
ま
で
の
規

定
は
、
第
九
百
七
十
六
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
遺
言
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
特
別
の
方
式
に
よ
る
遺
言
の
効
力
） 

第
九
百
八
十
三
条 
第
九
百
七
十
六
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
し
た
遺
言
は
、
遺
言
者
が
普
通
の
方

式
に
よ
っ
て
遺
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
時
か
ら
六
箇
月
間
生
存
す
る
と
き
は
、
そ
の
効

力
を
生
じ
な
い
。 

（
外
国
に
在
る
日
本
人
の
遺
言
の
方
式
） 

第
九
百
八
十
四
条 

日
本
の
領
事
の
駐
在
す
る
地
に
在
る
日
本
人
が
公
正
証
書
又
は
秘
密
証
書
に
よ
っ
て

遺
言
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
公
証
人
の
職
務
は
、
領
事
〔
日
本
政
府
在
外
事
務
所
を
置
く
場
合
に
は

日
本
政
府
在
外
事
務
所
所
長
〕
が
行
う
。 

第
三
節 

遺
言
の
効
力 

（
遺
言
の
効
力
の
発
生
時
期
） 

第
九
百
八
十
五
条 

遺
言
は
、
遺
言
者
の
死
亡
の
時
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。 

２ 

遺
言
に
停
止
条
件
を
付
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
条
件
が
遺
言
者
の
死
亡
後
に
成
就
し
た
と
き
は
、

遺
言
は
、
条
件
が
成
就
し
た
時
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。 

（
遺
贈
の
放
棄
） 

第
九
百
八
十
六
条 

受
遺
者
は
、
遺
言
者
の
死
亡
後
、
い
つ
で
も
、
遺
贈
の
放
棄
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

遺
贈
の
放
棄
は
、
遺
言
者
の
死
亡
の
時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。 

（
受
遺
者
に
対
す
る
遺
贈
の
承
認
又
は
放
棄
の
催
告
） 

第
九
百
八
十
七
条 

遺
贈
義
務
者
（
遺
贈
の
履
行
を
す
る
義
務
を
負
う
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

同
じ
。
）
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
、
受
遺
者
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
期
間
内
に
遺
贈

の
承
認
又
は
放
棄
を
す
べ
き
旨
の
催
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
受
遺
者
が
そ
の

期
間
内
に
遺
贈
義
務
者
に
対
し
て
そ
の
意
思
を
表
示
し
な
い
と
き
は
、
遺
贈
を
承
認
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

（
受
遺
者
の
相
続
人
に
よ
る
遺
贈
の
承
認
又
は
放
棄
） 

第
九
百
八
十
八
条 

受
遺
者
が
遺
贈
の
承
認
又
は
放
棄
を
し
な
い
で
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
相
続
人
は
、

自
己
の
相
続
権
の
範
囲
内
で
、
遺
贈
の
承
認
又
は
放
棄
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
遺
言
者
が
そ

の
遺
言
に
別
段
の
意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
意
思
に
従
う
。 

（
遺
贈
の
承
認
及
び
放
棄
の
撤
回
及
び
取
消
し
） 

第
九
百
八
十
九
条 

遺
贈
の
承
認
及
び
放
棄
は
、
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

第
九
百
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
遺
贈
の
承
認
及
び
放
棄
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
包
括
受
遺
者
の
権
利
義
務
） 

第
九
百
九
十
条 

包
括
受
遺
者
は
、
相
続
人
と
同
一
の
権
利
義
務
を
有
す
る
。 

（
受
遺
者
に
よ
る
担
保
の
請
求
） 

第
九
百
九
十
一
条 

受
遺
者
は
、
遺
贈
が
弁
済
期
に
至
ら
な
い
間
は
、
遺
贈
義
務
者
に
対
し
て
相
当
の
担
保

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
停
止
条
件
付
き
の
遺
贈
に
つ
い
て
そ
の
条
件
の
成
否
が
未
定
で
あ
る
間
も
、

同
様
と
す
る
。 

（
受
遺
者
に
よ
る
果
実
の
取
得
） 

第
九
百
九
十
二
条 

受
遺
者
は
、
遺
贈
の
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
果
実
を
取
得
す
る
。
た

だ
し
、
遺
言
者
が
そ
の
遺
言
に
別
段
の
意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
意
思
に
従
う
。 

（
遺
贈
義
務
者
に
よ
る
費
用
の
償
還
請
求
） 

第
九
百
九
十
三
条 

第
二
百
九
十
九
条
の
規
定
は
、
遺
贈
義
務
者
が
遺
言
者
の
死
亡
後
に
遺
贈
の
目
的
物
に

つ
い
て
費
用
を
支
出
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

２ 

果
実
を
収
取
す
る
た
め
に
支
出
し
た
通
常
の
必
要
費
は
、
果
実
の
価
格
を
超
え
な
い
限
度
で
、
そ
の
償

還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
受
遺
者
の
死
亡
に
よ
る
遺
贈
の
失
効
） 

第
九
百
九
十
四
条 

遺
贈
は
、
遺
言
者
の
死
亡
以
前
に
受
遺
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な

い
。 

２ 

停
止
条
件
付
き
の
遺
贈
に
つ
い
て
は
、
受
遺
者
が
そ
の
条
件
の
成
就
前
に
死
亡
し
た
と
き
も
、
前
項
と

同
様
と
す
る
。た
だ
し
、遺
言
者
が
そ
の
遺
言
に
別
段
の
意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
意
思
に
従
う
。 

（
遺
贈
の
無
効
又
は
失
効
の
場
合
の
財
産
の
帰
属
） 

第
九
百
九
十
五
条 

遺
贈
が
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
と
き
、
又
は
放
棄
に
よ
っ
て
そ
の
効
力
を
失
っ
た
と

き
は
、
受
遺
者
が
受
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
も
の
は
、
相
続
人
に
帰
属
す
る
。
た
だ
し
、
遺
言
者
が
そ
の
遺

言
に
別
段
の
意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
意
思
に
従
う
。 

（
相
続
財
産
に
属
し
な
い
権
利
の
遺
贈
） 

第
九
百
九
十
六
条 

遺
贈
は
、
そ
の
目
的
で
あ
る
権
利
が
遺
言
者
の
死
亡
の
時
に
お
い
て
相
続
財
産
に
属
し

な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
権
利
が
相
続
財
産
に
属
す
る
か
ど
う
か
に

か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
遺
贈
の
目
的
と
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
九
百
九
十
七
条 

相
続
財
産
に
属
し
な
い
権
利
を
目
的
と
す
る
遺
贈
が
前
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

有
効
で
あ
る
と
き
は
、
遺
贈
義
務
者
は
、
そ
の
権
利
を
取
得
し
て
受
遺
者
に
移
転
す
る
義
務
を
負
う
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
こ
れ
を

取
得
す
る
に
つ
い
て
過
分
の
費
用
を
要
す
る
と
き
は
、
遺
贈
義
務
者
は
、
そ
の
価
額
を
弁
償
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
遺
言
者
が
そ
の
遺
言
に
別
段
の
意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
意
思
に
従
う
。 

（
不
特
定
物
の
遺
贈
義
務
者
の
担
保
責
任
） 



 21 
 

第
九
百
九
十
八
条 

不
特
定
物
を
遺
贈
の
目
的
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
受
遺
者
が
こ
れ
に
つ
き
第
三
者
か

ら
追
奪
を
受
け
た
と
き
は
、
遺
贈
義
務
者
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
売
主
と
同
じ
く
、
担
保
の
責
任
を
負
う
。 

２ 

不
特
定
物
を
遺
贈
の
目
的
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
物
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遺
贈
義
務
者
は
、

瑕
疵
の
な
い
物
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
遺
贈
の
物
上
代
位
） 

第
九
百
九
十
九
条 

遺
言
者
が
、
遺
贈
の
目
的
物
の
滅
失
若
し
く
は
変
造
又
は
そ
の
占
有
の
喪
失
に
よ
っ
て

第
三
者
に
対
し
て
償
金
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
そ
の
権
利
を
遺
贈
の
目
的
と
し
た
も
の
と

推
定
す
る
。 

２ 

遺
贈
の
目
的
物
が
、
他
の
物
と
付
合
し
、
又
は
混
和
し
た
場
合
に
お
い
て
、
遺
言
者
が
第
二
百
四
十
三

条
か
ら
第
二
百
四
十
五
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
合
成
物
又
は
混
和
物
の
単
独
所
有
者
又
は
共
有
者
と
な

っ
た
と
き
は
、
そ
の
全
部
の
所
有
権
又
は
持
分
を
遺
贈
の
目
的
と
し
た
も
の
と
推
定
す
る
。 

（
第
三
者
の
権
利
の
目
的
で
あ
る
財
産
の
遺
贈
） 

第
千
条 

遺
贈
の
目
的
で
あ
る
物
又
は
権
利
が
遺
言
者
の
死
亡
の
時
に
お
い
て
第
三
者
の
権
利
の
目
的
で

あ
る
と
き
は
、
受
遺
者
は
、
遺
贈
義
務
者
に
対
し
そ
の
権
利
を
消
滅
さ
せ
る
べ
き
旨
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
た
だ
し
、
遺
言
者
が
そ
の
遺
言
に
反
対
の
意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
債
権
の
遺
贈
の
物
上
代
位
） 

第
千
一
条 

債
権
を
遺
贈
の
目
的
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
遺
言
者
が
弁
済
を
受
け
、
か
つ
、
そ
の
受
け
取

っ
た
物
が
な
お
相
続
財
産
中
に
在
る
と
き
は
、
そ
の
物
を
遺
贈
の
目
的
と
し
た
も
の
と
推
定
す
る
。 

２ 

金
銭
を
目
的
と
す
る
債
権
を
遺
贈
の
目
的
と
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
相
続
財
産
中
に
そ
の
債
権
額
に

相
当
す
る
金
銭
が
な
い
と
き
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
金
額
を
遺
贈
の
目
的
と
し
た
も
の
と
推
定
す
る
。 

（
負
担
付
遺
贈
） 

第
千
二
条 

負
担
付
遺
贈
を
受
け
た
者
は
、
遺
贈
の
目
的
の
価
額
を
超
え
な
い
限
度
に
お
い
て
の
み
、
負
担

し
た
義
務
を
履
行
す
る
責
任
を
負
う
。 

２ 

受
遺
者
が
遺
贈
の
放
棄
を
し
た
と
き
は
、
負
担
の
利
益
を
受
け
る
べ
き
者
は
、
自
ら
受
遺
者
と
な
る
こ

と
が
で
き
る
。た
だ
し
、遺
言
者
が
そ
の
遺
言
に
別
段
の
意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
意
思
に
従
う
。 

（
負
担
付
遺
贈
の
受
遺
者
の
免
責
） 

第
千
三
条 

負
担
付
遺
贈
の
目
的
の
価
額
が
相
続
の
限
定
承
認
又
は
遺
留
分
回
復
の
訴
え
に
よ
っ
て
減
少

し
た
と
き
は
、
受
遺
者
は
、
そ
の
減
少
の
割
合
に
応
じ
て
、
そ
の
負
担
し
た
義
務
を
免
れ
る
。
た
だ
し
、

遺
言
者
が
そ
の
遺
言
に
別
段
の
意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
意
思
に
従
う
。 

第
四
節 

遺
言
の
執
行 

（
遺
言
書
の
検
認
） 

第
千
四
条 

遺
言
書
の
保
管
者
は
、
相
続
の
開
始
を
知
っ
た
後
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
家
庭
裁
判
所
に
提
出

し
て
、
そ
の
検
認
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
遺
言
書
の
保
管
者
が
な
い
場
合
に
お
い
て
、
相
続
人

が
遺
言
書
を
発
見
し
た
後
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
公
正
証
書
に
よ
る
遺
言
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

３ 

封
印
の
あ
る
遺
言
書
は
、
家
庭
裁
判
所
に
お
い
て
相
続
人
又
は
そ
の
代
理
人
の
立
会
い
が
な
け
れ
ば
、

開
封
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
過
料
） 

第
千
五
条 

前
条
の
規
定
に
よ
り
遺
言
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
怠
り
、
そ
の
検
認
を
経
な
い
で
遺
言
を
執
行

し
、
又
は
家
庭
裁
判
所
外
に
お
い
て
そ
の
開
封
を
し
た
者
は
、
五
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。 

（
遺
言
執
行
者
の
指
定
） 

第
千
六
条 

遺
言
者
は
、
遺
言
で
、
一
人
又
は
数
人
の
遺
言
執
行
者
を
指
定
し
、
又
は
そ
の
指
定
を
第
三
者

に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

遺
言
執
行
者
の
指
定
の
委
託
を
受
け
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
指
定
を
し
て
、
こ
れ
を
相
続
人
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

遺
言
執
行
者
の
指
定
の
委
託
を
受
け
た
者
が
そ
の
委
託
を
辞
そ
う
と
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨

を
相
続
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
遺
言
執
行
者
の
任
務
の
開
始
） 

第
千
七
条 

遺
言
執
行
者
が
就
職
を
承
諾
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
任
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
遺
言
執
行
者
に
対
す
る
就
職
の
催
告
） 

第
千
八
条 

相
続
人
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
、
遺
言
執
行
者
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
期

間
内
に
就
職
を
承
諾
す
る
か
ど
う
か
を
確
答
す
べ
き
旨
の
催
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
遺
言
執
行
者
が
、
そ
の
期
間
内
に
相
続
人
に
対
し
て
確
答
を
し
な
い
と
き
は
、
就
職
を
承
諾
し
た

も
の
と
み
な
す
。 

（
遺
言
執
行
者
の
欠
格
事
由
） 

第
千
九
条 

未
成
年
者
及
び
破
産
者
は
、
遺
言
執
行
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
遺
言
執
行
者
の
選
任
） 

第
千
十
条 

遺
言
執
行
者
が
な
い
と
き
、
又
は
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
の
請

求
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
相
続
財
産
の
目
録
の
作
成
） 

第
千
十
一
条 
遺
言
執
行
者
は
、
遅
滞
な
く
、
相
続
財
産
の
目
録
を
作
成
し
て
、
相
続
人
に
交
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

遺
言
執
行
者
は
、
相
続
人
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
立
会
い
を
も
っ
て
相
続
財
産
の
目
録
を
作
成

し
、
又
は
公
証
人
に
こ
れ
を
作
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
遺
言
執
行
者
の
権
利
義
務
） 

第
千
十
二
条 

遺
言
執
行
者
は
、
相
続
財
産
の
管
理
そ
の
他
遺
言
の
執
行
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る
権

利
義
務
を
有
す
る
。 

２ 

第
六
百
四
十
四
条
か
ら
第
六
百
四
十
七
条
ま
で
及
び
第
六
百
五
十
条
の
規
定
は
、
遺
言
執
行
者
に
つ
い

て
準
用
す
る
。 

（
遺
言
の
執
行
の
妨
害
行
為
の
禁
止
） 

第
千
十
三
条 

遺
言
執
行
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
相
続
人
は
、
相
続
財
産
の
処
分
そ
の
他
遺
言
の
執
行
を
妨

げ
る
べ
き
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
特
定
財
産
に
関
す
る
遺
言
の
執
行
） 

第
千
十
四
条 

前
三
条
の
規
定
は
、
遺
言
が
相
続
財
産
の
う
ち
特
定
の
財
産
に
関
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
財

産
に
つ
い
て
の
み
適
用
す
る
。 

（
遺
言
執
行
者
の
地
位
） 

第
千
十
五
条 

遺
言
執
行
者
は
、
相
続
人
の
代
理
人
と
み
な
す
。 

（
遺
言
執
行
者
の
復
任
権
） 

第
千
十
六
条 

遺
言
執
行
者
は
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
な
け
れ
ば
、
第
三
者
に
そ
の
任
務
を
行
わ
せ
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
遺
言
者
が
そ
の
遺
言
に
反
対
の
意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

２ 

遺
言
執
行
者
が
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
第
三
者
に
そ
の
任
務
を
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、
相
続
人

に
対
し
て
、
第
百
五
条
に
規
定
す
る
責
任
を
負
う
。 

（
遺
言
執
行
者
が
数
人
あ
る
場
合
の
任
務
の
執
行
） 

第
千
十
七
条 

遺
言
執
行
者
が
数
人
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
任
務
の
執
行
は
、
過
半
数
で
決
す
る
。
た
だ
し
、

遺
言
者
が
そ
の
遺
言
に
別
段
の
意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
意
思
に
従
う
。 

２ 

各
遺
言
執
行
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
存
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
遺
言
執
行
者
の
報
酬
） 

第
千
十
八
条 

家
庭
裁
判
所
は
、
相
続
財
産
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
よ
っ
て
遺
言
執
行
者
の
報
酬
を
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
遺
言
者
が
そ
の
遺
言
に
報
酬
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

第
六
百
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
遺
言
執
行
者
が
報
酬
を
受
け
る
べ
き
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。 

（
遺
言
執
行
者
の
解
任
及
び
辞
任
） 

第
千
十
九
条 

遺
言
執
行
者
が
そ
の
任
務
を
怠
っ
た
と
き
そ
の
他
正
当
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
利
害
関
係

人
は
、
そ
の
解
任
を
家
庭
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

遺
言
執
行
者
は
、
正
当
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
、
そ
の
任
務
を
辞
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

（
委
任
の
規
定
の
準
用
） 

第
千
二
十
条 

第
六
百
五
十
四
条
及
び
第
六
百
五
十
五
条
の
規
定
は
、
遺
言
執
行
者
の
任
務
が
終
了
し
た
場

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
遺
言
の
執
行
に
関
す
る
費
用
の
負
担
） 

第
千
二
十
一
条 

遺
言
の
執
行
に
関
す
る
費
用
は
、
相
続
財
産
の
負
担
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て

遺
留
分
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

第
五
節 

遺
言
の
撤
回
及
び
取
消
し 

（
遺
言
の
撤
回
） 

第
千
二
十
二
条 

遺
言
者
は
、
い
つ
で
も
、
遺
言
の
方
式
に
従
っ
て
、
そ
の
遺
言
の
全
部
又
は
一
部
を
撤
回

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
前
の
遺
言
と
後
の
遺
言
と
の
抵
触
等
） 

第
千
二
十
三
条 

前
の
遺
言
が
後
の
遺
言
と
抵
触
す
る
と
き
は
、
そ
の
抵
触
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
後
の

遺
言
で
前
の
遺
言
を
撤
回
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
遺
言
が
遺
言
後
の
生
前
処
分
そ
の
他
の
法
律
行
為
と
抵
触
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。 

（
遺
言
書
又
は
遺
贈
の
目
的
物
の
破
棄
） 

第
千
二
十
四
条 

遺
言
者
が
故
意
に
遺
言
書
を
破
棄
し
た
と
き
は
、
そ
の
破
棄
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
遺

言
を
撤
回
し
た
も
の
と
み
な
す
。遺
言
者
が
故
意
に
遺
贈
の
目
的
物
を
破
棄
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

（
撤
回
さ
れ
た
遺
言
の
効
力
） 

第
千
二
十
五
条 

前
三
条
の
規
定
に
よ
り
撤
回
さ
れ
た
遺
言
は
、
そ
の
撤
回
の
行
為
が
、
撤
回
さ
れ
、
取
り

消
さ
れ
、
又
は
効
力
を
生
じ
な
く
な
る
に
至
っ
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
効
力
を
回
復
し
な
い
。
た
だ

し
、
そ
の
行
為
が
詐
欺
又
は
強
迫
に
よ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
遺
言
の
撤
回
権
の
放
棄
の
禁
止
） 

第
千
二
十
六
条 

遺
言
者
は
、
そ
の
遺
言
を
撤
回
す
る
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
負
担
付
遺
贈
に
係
る
遺
言
の
取
消
し
） 

第
千
二
十
七
条 

負
担
付
遺
贈
を
受
け
た
者
が
そ
の
負
担
し
た
義
務
を
履
行
し
な
い
と
き
は
、
相
続
人
は
、

相
当
の
期
間
を
定
め
て
そ
の
履
行
の
催
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
内

に
履
行
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
負
担
付
遺
贈
に
係
る
遺
言
の
取
消
し
を
家
庭
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

第
八
章 

遺
留
分 

（
遺
留
分
の
帰
属
及
び
そ
の
割
合
） 
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第
千
二
十
八
条 

兄
弟
姉
妹
以
外
の
相
続
人
は
、
遺
留
分
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
に
相
当
す
る
額
を
受
け
る
。 

一 
直
系
尊
属
の
み
が
相
続
人
で
あ
る
場
合 

被
相
続
人
の
財
産
の
三
分
の
一 

二 

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

被
相
続
人
の
財
産
の
二
分
の
一 

（
遺
留
分
の
算
定
） 

第
千
二
十
九
条 

遺
留
分
は
、
被
相
続
人
が
相
続
開
始
の
時
に
お
い
て
有
し
た
財
産
の
価
額
に
そ
の
贈
与
し

た
財
産
の
価
額
を
加
え
た
額
か
ら
債
務
の
全
額
を
控
除
し
て
、
こ
れ
を
算
定
す
る
。 

２ 

条
件
付
き
の
権
利
又
は
存
続
期
間
の
不
確
定
な
権
利
は
、
家
庭
裁
判
所
が
選
任
し
た
鑑
定
人
の
評
価
に

従
っ
て
、
そ
の
価
格
を
定
め
る
。 

第
千
三
十
条 

贈
与
は
、
相
続
開
始
前
の
一
年
間
に
し
た
も
の
に
限
り
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
価
額
を

算
入
す
る
。
当
事
者
双
方
が
遺
留
分
権
利
者
に
損
害
を
加
え
る
こ
と
を
知
っ
て
贈
与
を
し
た
と
き
は
、
一

年
前
の
日
よ
り
前
に
し
た
も
の
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

（
遺
贈
又
は
贈
与
の
減
殺
請
求
） 

第
千
三
十
一
条 

遺
留
分
権
利
者
及
び
そ
の
承
継
人
は
、
遺
留
分
を
保
全
す
る
の
に
必
要
な
限
度
で
、
遺
贈

及
び
前
条
に
規
定
す
る
贈
与
の
減
殺
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
条
件
付
権
利
等
の
贈
与
又
は
遺
贈
の
一
部
の
減
殺
） 

第
千
三
十
二
条 

条
件
付
き
の
権
利
又
は
存
続
期
間
の
不
確
定
な
権
利
を
贈
与
又
は
遺
贈
の
目
的
と
し
た

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
贈
与
又
は
遺
贈
の
一
部
を
減
殺
す
べ
き
と
き
は
、
遺
留
分
権
利
者
は
、
第
千
二
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
価
格
に
従
い
、
直
ち
に
そ
の
残
部
の
価
額
を
受
贈
者
又
は
受
遺
者
に

給
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
贈
与
と
遺
贈
の
減
殺
の
順
序
） 

第
千
三
十
三
条 

贈
与
は
、
遺
贈
を
減
殺
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
減
殺
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
遺
贈
の
減
殺
の
割
合
） 

第
千
三
十
四
条 

遺
贈
は
、
そ
の
目
的
の
価
額
の
割
合
に
応
じ
て
減
殺
す
る
。
た
だ
し
、
遺
言
者
が
そ
の
遺

言
に
別
段
の
意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
意
思
に
従
う
。 

（
贈
与
の
減
殺
の
順
序
） 

第
千
三
十
五
条 

贈
与
の
減
殺
は
、
後
の
贈
与
か
ら
順
次
前
の
贈
与
に
対
し
て
す
る
。 

（
受
贈
者
に
よ
る
果
実
の
返
還
） 

第
千
三
十
六
条 

受
贈
者
は
、
そ
の
返
還
す
べ
き
財
産
の
ほ
か
、
減
殺
の
請
求
が
あ
っ
た
日
以
後
の
果
実
を

返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
受
贈
者
の
無
資
力
に
よ
る
損
失
の
負
担
） 

第
千
三
十
七
条 

減
殺
を
受
け
る
べ
き
受
贈
者
の
無
資
力
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
失
は
、
遺
留
分
権
利
者
の
負

担
に
帰
す
る
。 

（
負
担
付
贈
与
の
減
殺
請
求
） 

第
千
三
十
八
条 

負
担
付
贈
与
は
、
そ
の
目
的
の
価
額
か
ら
負
担
の
価
額
を
控
除
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
そ

の
減
殺
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
不
相
当
な
対
価
に
よ
る
有
償
行
為
） 

第
千
三
十
九
条 

不
相
当
な
対
価
を
も
っ
て
し
た
有
償
行
為
は
、
当
事
者
双
方
が
遺
留
分
権
利
者
に
損
害
を

加
え
る
こ
と
を
知
っ
て
し
た
も
の
に
限
り
、
こ
れ
を
贈
与
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
遺
留
分
権

利
者
が
そ
の
減
殺
を
請
求
す
る
と
き
は
、
そ
の
対
価
を
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
受
贈
者
が
贈
与
の
目
的
を
譲
渡
し
た
場
合
等
） 

第
千
四
十
条 

減
殺
を
受
け
る
べ
き
受
贈
者
が
贈
与
の
目
的
を
他
人
に
譲
り
渡
し
た
と
き
は
、
遺
留
分
権
利

者
に
そ
の
価
額
を
弁
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
譲
受
人
が
譲
渡
の
時
に
お
い
て
遺
留
分
権
利

者
に
損
害
を
加
え
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
き
は
、
遺
留
分
権
利
者
は
、
こ
れ
に
対
し
て
も
減
殺
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
受
贈
者
が
贈
与
の
目
的
に
つ
き
権
利
を
設
定
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
遺
留
分
権
利
者
に
対
す
る
価
額
に
よ
る
弁
償
） 

第
千
四
十
一
条 

受
贈
者
及
び
受
遺
者
は
、
減
殺
を
受
け
る
べ
き
限
度
に
お
い
て
、
贈
与
又
は
遺
贈
の
目
的

の
価
額
を
遺
留
分
権
利
者
に
弁
償
し
て
返
還
の
義
務
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
前
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
減
殺
請
求
権
の
期
間
の
制
限
） 

第
千
四
十
二
条 

減
殺
の
請
求
権
は
、
遺
留
分
権
利
者
が
、
相
続
の
開
始
及
び
減
殺
す
べ
き
贈
与
又
は
遺
贈

が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
時
か
ら
一
年
間
行
使
し
な
い
と
き
は
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。
相
続
開
始

の
時
か
ら
十
年
を
経
過
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

（
遺
留
分
の
放
棄
） 

第
千
四
十
三
条 

相
続
の
開
始
前
に
お
け
る
遺
留
分
の
放
棄
は
、
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
た
と
き
に
限

り
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。 

２ 

共
同
相
続
人
の
一
人
の
し
た
遺
留
分
の
放
棄
は
、
他
の
各
共
同
相
続
人
の
遺
留
分
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な

い
。 

（
代
襲
相
続
及
び
相
続
分
の
規
定
の
準
用
） 

第
千
四
十
四
条 

第
八
百
八
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
九
百
条
、
第
九
百
一
条
、
第
九
百
三
条
並
び

に
第
九
百
四
条
の
規
定
は
、
遺
留
分
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 


